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従
っ
て

、

反
動
的
な
保
|1

関
税
政
策
と
独
占
体
と
の
相
互
開
係
に
つ
い
て 

.
は
、
箸
者
に
よ
れ
ば
、「

国
内
に
お
け
る
価
格
の
ひ
き
上
げ
、
従
っ
て
人
民
の
、
な 

か
ん
ず
く
労
働
者
の
生
計
費
の
昂
騰
。
国
外
に
.
お
け
.る
ダ
ン
ピ
ン
グ
の
政
策
，
 

従
っ
て
，
ド
イ
ツ
の
輸
出
産
業
の
外
国
の
競
争
者
の
扶
助
。
，す
な
わ
ち
加
工
産 

業
の
原
料
資
材
お
よ
び
重
工
業
部
門
へ
Q

益
々
増
大
す
る
依
存
。
胄
ホ
主
義
諸 

国
間
の
諸
関
係
の
尖
鋭
化
で
あ
る
。」

(
S
.

 

4
4
)
。

. 

ホ 

*
 

;

、く

.

以
上
.は
，「

一
八
七
九
年
.か
ら
ニ
八
九
ニ
年
ま
で
の
ド
イ
ツ
鉄
鋼
業
の
独
占
化 

に
た
い
す
る
保
護
関
税
の
成
果」

と
題
す
る
研
究
の
第
一
章
お
よ
び
.第
二
章
の 

内
容
.の
要
約
で
あ
る
。
筆
者
は
最
初
に
の
べ
た
よ
ぅ
に
ド
イ
ツ
帝
国
主
義
の
特 

殊
性
、
そ
の
ユ
ン
カ
ー
㈣

•
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
帝
国
主
義
政
策
遂
行
の
な
か
で
、
 

ド
イ
.ッ
独
占
資
本
の
支
柱
と
し
て
の
鉄
鋼
業
資
本
の
し
め
る
地
位
，
そ
の
反
動

五
〇

a

〇
A

六
：

)

的
性
，将
、
そ
の
ド
ィ
ッ
軍
国
主
義
.の
物
質
的
親
礎
と
し
て
の
軍
需
産
業
と
の
関 

係
に
つ
い
て
の
.
新
し
い
解
釈
：
新
鮮
な
問
題
提
供
を
期
待
し
'て
い
た
の
で
あ
っ
‘ 

た
が
、
読
み
終
っ
た
と
含
に
は
' 

本
書
の
分
析
は
あ
ま
り
に
も
微
視
的
で
、
し
. 

か
も
何
か
わ
か
り
き
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
書
き
列
ね
た
よ
う
で
、

い
さ
さ
か
期 

待
は
ず
れ
の
‘感
を
さ
け
る
こ
と
が
で
き
,̂

か
っ
た
。
そ
.こ
で
こ
の
よ
う
な
中
途 

半
端
な
も
の
に
終
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
は
ま
こ
と
.
に
残
念
で
あ
り
、
読
者
に
申 

し
わ
け
な
く
感
じ
て
，い
る
次
第
で
あ
る
。
と
く
に
第
三
章
は
茁
要
な
部
分
で
あ 

.り
、

一
た
び
手
が
け
た
以
上
是
非
と
も
紹
介
す
る
義
務
が
あ
る
の
で
あ
る
が
，
 

締
切
日
も
す
ぎ
て
も
、
到
底
ま
と
め
る
気
持
に
な
れ
な
.
い
の
で
、
甚
だ
皮
心
的 

で
な
く
不
手
際
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
ま
ま
で
読
者
諸
氏
の
御
寛
恕
を
請 

う
も
の
で
あ
る
。

丄

九

六
 

ー
.

ー
0

ニ

八

.
深
见
丨

武

蔵

江
戸

郊 
農 

H 村
葛 の

‘ 飾 農  

郡 民

東 #  
葛 g

t m

. 場 す 
合る

I -

1 考
佐 察

々

陽

一
、
序

. 

.

ニ
、
調
迕
地
の
性
格 

;
l

l
r

農
民
灸
担
の
.内
容

四
、
村
入
11
1

の
内
容

五
、
農
業
経
常
と
階
曆
性

六
、
結
び

'

'
 

一
、

序 

:

:

徳
川
時
代
に
お
け
る
年
貢
で
代
表
さ
れ
る
農
民
負
担
に
関
ず
る
研
究
は
、
徳 

川
時
代
の
農
民
的
土
地
所
有
の
性
格
規
定
に
当
り
.、
こ
れ
.を
封
建
的
な
農
奴
制 

的
土
.地
所
有
と
し
て
.、
れ
の
封
建
制
の
確
認
を
農
民
負
担
に
求
.め
た
あ
た
り
か 

ら
始
ま
っ
た
と
云
え
よ
.ぅ
。
更
に
，
地
租
改
正
以
降
の
土
地
所
.有
の
半
封
建
制
. 

を
，
徳
川
時
代
と
地
租
改
正
以
後
.の
、
公
租
諸
掛
•

地
主
作
徳
，
耕
作
者
取
米 

と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
に
し
よ
ぅ
と
す
る
努
力
が
試
み
ら
れ
'た)o

 

. 

そ
れ
之
共
に
、'
.徳
川
時
代
.に
.お
け
る
農
民
的
土
地
所
有
の
性
格
規
定
0

立
場
か 

ち
，
封
迚
的
貢
租
の
賦
課
さ
れ
る
-1

新
地
主」

.

及
び
手
作
地
主
経
営
.の
近
代
性

江
戸
近
郊
農
村
の
農
民
^
担
に
関
す
る
一
考
察

K

K
良

(

3

)

と
封
建
制
が
論
争
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
こ
の
封
建
的
貢
租
そ
れ
自
体 

に
関
す
る
分
析
よ
り
も
.

封
建
的
貢
租
の
下
に
お
け
る
地
主
経
営
の
近
代
性
H
 

資
本
主
義
的
性
格
の
有
無
が
論
ぜ
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
.0

し
か
し
、
幕
末
維
新
期
を
日
本
に
お
け
る
内
発
的
な
必
然
性
か
ら
理
解
し
よ 

う
と
ず
る
.動
向
が
こ
の
論
争
の
巾
心
点
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
地
主
経
営
の
ブ 

ル
ジ
ョ
ヮ
性
.の
検
討
は
、
商
品
：*
貨
幣
経
済
•
商
品
生
産
の
農
村
侵
入
即
ち
農 

業
経
営
の
货
幣
経
済
化
の
吟
味
に
そ
の
基
礎
を
置
い
て
.い
た
。
そ
の
中
で
農
民 

負

担

は
,*

例
え
ば
、
貨
幣
経
済
の
侵
入
に
よ
り
富
裕
化
ず
る
特
殊
西
南
日
本
型 

農
業
経
営
と
、
貧
窮
化
す
.る
.西
南
日
本
型
農
業
経
営
の
，類
別
対
比
を
行
い
、
こ
，
 

の
農
業
経
営
の
差
は

、「

罾
胄
の
差
^

が
生
じ
て
来
る
，の
は
農
鹿
物
収
入
の
多
少 

と
年
貢
負
拒
の
軽
重
に
淵
^

ず
る」

と
さ
れ
た
戸
谷
氏
の
業
績
に
示
さ
れ
る
よ 

う
に
?'
,

農
業
経
営
の
順
調
な
発
展
を
阻
害
.す
る
も
の
と
.し
て
取
扱
わ
れ
た
の
で 

あ
っ
た
。
.
そ
の
よ
う
な
ぶ
業
経
営
の
諸
類
型
の
類
別
と
典
に
、
徳
川
期
の
蓝
本 

的
農
業
経
営
発
展
の
.
シ
.
H
...
I

.
マ
が
論
ぜ
ら
れ
'

.

維
新
.の
物
質
的
寒
礎
た
る
一 

寄
生
地
主
制
の
成
立
条
件
が
換
評
さ
れ
る
に
至
っ(

切
。
そ
の
際
，
寄
生
地
主
が 

農
村
の
一
：定
の
ブ
'
.ル
.
ジ
、ョ
ヮ
発
展
の
所
：産
：で
あ
る
が
、
.
例
.え
ば
、
--
1
領
主
と
金
融

.

,

' ' 

五
~

(

1

0

八
七)



的
に
結
び
.う
る
高
利
貸
的
性
格
の
.所
持
者
を
除
い
.て
は
生
産
1:
め
地
位
如
何
を 

問
わ
ず
没
落
せ
ざ
る
を
得」

ず
、「

領
主
と
そ
の
財
政
的
逼
迫
を
介
し
て
結
び
つ 

い

た

肩

利

赛

本」

.
が
土
地
を
集
中
し
て
成
立
し
た
寄
生
地
主
の
前
近
代
性
を 

明
?lb)

か
に
す
る
と
共
に
、
小
作
人
剩
余
分
の
領
主
と
地
主
の
分
前
が
問
題
に
さ 

れ
た
。
そ
の
よ
う
な
観
点
に
基
づ
き
、
寄
生
地
主
成
立
：の
萌
芽
を
質
地
小
作
に 

龙

)

め
、
そ
の
物
質
的
基
礎
を
貢
租
を
う
わ
ま
わ
る
農
業
生
産
力
'の
.上
昇
.に
求
め 

た
。
そ
こ
で
は
年
貢
量
が
地
主
発
生
'を
規
定
す
る
も
の
と
し
.
て
考
■え
ら
れ
て
；い 

る
。
そ
し
て
、「

米
は
零
細
農
茱
に
よ
っ
て
貢
租
と
し
て
生
産
せ
ら
れ
、
集
め
.ら 

れ
て
領
主
の
手
に
よ
っ
て
商
品
化
ず
る
も
の
が
大
部
分
を
占
め
て
い
へ
た)」

と
す 

る
見
解
に
疑
問
を
も
ち
、
領
主
米
以
外
の
商
品
化
米
の
存
在
を
指
摘
し
、

田
畑 

購
入
の2

!

的
は
作
徳
に
あ
り
、
作
徳
を
決
定
す
る
の
は
土
地
生
産
力
の
高
下
で 

な
く
、
領
主
年
貢
額
に
あ
り
と
す
る
考
え
が
生
ま
れ
た
。
更
に
そ
の
作
徳
量
は 

土
地
購
入
資
金
に
対
し
て
一
定
の
利
廻
り
を
生
ず
る
量
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
 

そ
の
為
に
は
年
貢
の
定
量
化
に
よ
る
土
地
値
段
の
安
定
化
が
必
要
で
あ
る
と
し 

て
.

定
免
制
施
行
の
意
義
を
蜇
要
視
し
^1
:

■

こ
の
よ
う
に
農
民
負
担
は
主
と
し
て
農
業
経
営
及
び
地
主
制
成
立
を
規
定
す 

る
主
た
る
要
因
の
一
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
が
，
全
国
的
商
品 

流
通
の
立
場
か
ら
領
主
米
を
取
り
上
げ
る
見
解
が
あ
る
。
例
え
ば
江
戸
と
大
坂
. 

と
の
金
銀
相
場
の
安
定
の
原
因
の
一
を
，
上
方
か
ら
江
戸
へ
の
送
金
量
の
卷
加 

に
求
め
、

こ
の
送
金
量
増
加
は
領
主
年
貢
の
上
昇
に
あ
る
と
し
て
、
江

戸

•
大 

阪
の
隔
地
間
取
引
は
蒞
藩
体
制
完
成
期
に
お
い
て
は
，
江
戸
の
.商
品
需
要
に
見 

合
う
年
貢
量
の
確
保
に
よ
つ
て
順
調
に
推
進
.さ
れ
る
と
.す
る
の
で
4
^
れ

。
こ
れ 

か
ら
領
主
年
貢
米
の
相
対
的
減
少
の
あ
る
享
保
以
降
の
商
品
流
通
機
稱
の
変
質

: 

五
ニ 

ニ

〇
八
八)

が
当
然
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
際
年
貢
米
の
量
及
び
米
価
が
問
題
に
な 

る
で
あ
ろ
う
。
 

、

こ
の
よ
う
に
、
年
貢
は
農
業
経
営

• 

土
地
制
度
及
び
商
品
流
通
機
構
に
大
な 

.る
影
響
を
与
え
る
が
、
前
者
は
農
民
侧
に
、
後
者
は
直
接
的
に
は
領
主
側
に
関 

連
す
る
。
本
稿
で
は
前
者
を
取
り
上
げ
る
の
で
あ
る
が
、
次
の
諸
点
が
問
題
に 

.な
る
で
あ
ろ
う
.。
へ
：

. 

...

⑴

農
民
負
担
は
年
貢
の
み
で
は
な
い
。
通
常
村
入
用
と
称
せ
ら
れ
る
も
の 

.も
、
も
し
そ
れ
が
か
な
り
の
ゥ
，H

ィ
ト
を
も
つ
な
ら
ば
、
当
然
考
處
に
入 

れ
ね
.ば
な
ら
な
い
で
あ
：ろ
う
。
 

,

⑵

村
入
用
も
含
.：め
て
農
民
負
担
は
、
絶
対
量
の
摘
出
も
必
要
で
あ
る
が
、
 

.そ
れ
よ
り
も
農
業
経
営
及
び
農
民
層
分
解
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
、
土 

地
収
量
に
お
け
る
領
主
.取
分
と
農
民
取
分
と
の
比
較
が
問
題
に
な
る
で
あ 

ろ
う
。

:

⑶

従
来
、
こ
の
両
者
の
取
分
の
比
較
は
実
物=

=

米
の
分
割
の
仕
方
で
な
さ 

れ
、.
そ
の
点
.で
定
免
制
に
よ
る
領
主
取
分
の
一
定
化
が
論
ぜ
ら
れ
た
の
で 

あ
る
が
、
領
主
側
に
と
っ
て
も
、
農
民
側
に
と
っ
て
も
米
の
販
売
に
よ
る 

現
金
収
入
ガ
m

要
な
関
心
事
で
あ
る
か
ら
、
米
.価
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要 

が
あ
ろ
う
。

.

'

以
上
の
諸
点
を
江
戸
近
郊
村
に
つ
い
て
吟
味
ず
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
検 

出
し
得
た
辦
実
を
一
般
化
ず
る
こ
と
は
も
と
よ
り
不
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
で
は 

そ
の
よ
う
な
農
民
負
担
の
あ
り
方
か
ら
、
都
市
近
郊
村
の
特
質
の
一
而
が
見
出 

さ
れ
れ
ば
充
分
で
あ
ろ
う
。

な
お
こ
こ
で
使
用
ず
る
史
料
は
、
笹
ヶ
崎
村
須
原
家
文
書
*

一
之
江
新
田
田

第 一 表 诳 ヶ 崎 村 外 ニ ヶ 村 概 ®

村 名
0 本橋よ 
りのffl枴 戸数 女 人 II計 田 畑 m 畑 II- 一戸当り反別

一之江新田 

笹 ヶ 崎 村  

桑 川 村

3里 

3里余 

2M半

50戸
43戸

125戸

156人 

113人 

363人

141人 

128人
329人

297人 

241人 

692人

町 反 畝 歩
27 3 1 1 5  
17 6 6 12 
30 1 5 29

反畝歩
8 3 6 2 

34 1 6 20 
26 1 1  24

町 反 畝 歩
35 6 7 17 
56 8 3 2 
56 2 7 23

町 反 畝 少
7 1 

1 3  2 
4 5

.
岛
家
文
書
、
染
川
村
宇
田
川
文
書
で
あ
る
。

ニ
、
調
査
地
の
性
格

こ
こ
で
、
考
察
の
対
象
と
ず
る
村
は
、

一
之
江
新 

田
•

笹
ヶ
崎
村
•
.桑
川
村
の
.
三
村
で
あ
る
。
徳
川
期 

に
お
い
て
は
、

こ
の
三
村
は
武
蔵
国
葛
飾
郡
東
葛
西 

領
に
属
し
’
徳
川
初
期
ょ
り
幕
府
直
轄
傾
で
あ
っ 

た
。
三
村
と
も
幕
府
直
轄
領
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
関 

東
農
村
の
多
く
が
旗
本
領
に
属
し
、
旗
本
の
贫
窮
化 

に
伴
ぅ
，
年
貢
増
徴
に
苦
し
む
こ
と
が
多
か
.っ
た
の 

.

に
比
し
、
比
較
的
寛
大
な
幕
府
年
貢
政
策
の
下
で
，
 

封
74
的

压
71

を
受
け
る
こ
と
が
'少
な
か
っ
た
こ
と
を 

意
味
す
る
。

第

一

表
は
こ
.の
三
村
の
、
明
治
七
年
現
在
の
概
要 

を
示
す
。
日
本
橋
ょ
り
の
匝
程
が
い
ず
れ
も
三
茁
内 

外
で
あ
り
、

こ
れ
に
ょ
り
こ
の
三
村
は
い
わ
ゆ
る
江 

戸
近
郊
農
村
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
近
郊
農
村 

に
関
す
る
明
確
な
定
義
は
い
ま
だ
下
さ
れ
て
い
な
い 

が
、
都
市
の
影
響
を
強
く
受
け
る
結
果
と
し
て
、
以 

下
の
特
質
を
あ
げ
得
る
で
あ
ろ
ぅ
。
 

.

⑴

商
業
的
農
業
の
発
展
、
特
に
都
市
供
給
を
目 

的
と
す
る
蔬
菜
•

果
樹
栽
培
。

⑵

⑴

は
当
然
集
約
的
農
業
を
要
し
、
更
に
早
く

か
ら
の
採
草
地
消
滅
に
よ
り
、
金
肥
、
特
に
都
市
供
給
の
下
肥
利
用
。

⑶

都
市
の
需
要
に
基
づ
く
農
業
外
職
業
の
増
大
、
そ
れ
と
結
び
つ
い
て
、
 

顕
著
な
人
口
増
加
。

⑷

以
上
の
諸
点
は
貨
^-

経
济
の
農
村
侵
入
を
促
進
し
、
そ
の
結
果
と
し 

て
、
農
民
層
分
解
を
促
進
す
る

⑸

農
民
層
の
分
解
は
下
層
農
を
し
て
農
間
余
業
の
存
在
と
共
に
、
無
高
層 

に
ま
で
押
し
下
げ
、
日
ー
屉
者
=
=
労
働
者
的
存
在
た
ら
し
め
、

一
部
を
農
業 

よ
り
遊
離
さ
せ
、
或
程
度
氍
村
的
性
格
を
薄
く
さ
せ
る
。

以
上
の
諸
点
を
あ
げ
得
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
を
前
記
三
村
に
つ
い
て
検
討
し 

て
み
よ
ぅ
。第
ニ
表
は
第
ー
表
と
同
じ
く
明
治
七
年
現
在
の
物
産
状
況
で
あ
へ
^
*
。

こ
の
表
に
よ
れ
ば
、
主
穀
と
共
に
蔬
菜
が
か
な
り
の
重
要
性
を
も
つ
。
そ
の
供 

給
先
は
も
と
よ
り
江
戸
で
あ
っ

た

。

文
久
元
年
五
月
の
東
葛
西
領
五
五
村
の
代 

官
所
に
対
す
る
嘆
願
書
に
よ
れ
ば
、
菜
葛
西
領
に
お
け
る
靑
物
荷
船
は
明
和
七 

年

に

「

告」

字
極
印
を
受
け
冥
加
永
を
上
納
し
て
来
た
。
農
民
一
同
は
こ
の
W
 

物
荷
舟
を
利
用
し
て
、
神
田
多
町

•

同
速
雀
町•

京
橋
大
根
河
眾
.

木
所
四
ク 

目
等
の
青
物
問
屋
に
出
荷
し
て
い
た(

須
原
文
#)

。
こ
の
蔬
菜
栽
培
は
江
戸
よ 

り
購
入
ず
る
下
肥
利
用
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
笹
ヶ
崎
村
に
は
、
文
政 

ニ
年
よ
り
弘
化
ニ
$

か
け
て
、
数
度
の
下
肥
値
段
引
卞
げ
噢
願
書
ま
た
は
規 

定
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
江
戸
供
給
の
下
肥
は
東
葛
西
領
に
お 

け
る
農
業
再
生
産
に
之
っ
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
。

農
間
余
業
の
発
展
は
ノ
関
東
農
村
に
お
い
て
も
徳
川
後
期
に
は
一
般
的
で
あ 

り
、
村
内
戸
数
の
二
割
以
±̂

は
農
間
渡
世
者
で
あ
っ
た
01

こ
の
三
村
の
農
間
余 

業
は
特
に
ニ
般
の
農
間
余
業
と
異
な
る
点
は
な
い
。
た
だ
，
明
治
九
^
-
の
桑
川

江
戸
近
郊
農
村
の
農
民
負
担
に
関
す
る
一
考
察

五

(
I

〇
八
九)



第 一 図 燊 川 村 人 n

第 四 表 明 治 九 年 桑 j I丨村階層別職業構成

ヽ ヽ f階層 
職 種 、\

. 町 

- 2
町

2〜 1
町

1〜0.8
町

0.8 〜0.6
町

0.6 〜0.4
町

0.4 〜0.2
町

0 .2〜 ；0 計

農 業 — 戸 4 戸 9 戸 1 1 戸 1 戸 1 戸 1 戸 9 戸 36戸
萱 業 1 2 . — —

— — — 一 3
酒 堅 — —— 1 — — — — . 1 2
舟 乗 1 _ — 8 2 5 2 15 33
職 人 s — 1 —, 1 — 1 2 8 13
商 策 — — — ' 1 — —— 1 9 11
被 屋 1 1 — 一 — — — - 2
日 賴 — ' — — -„- , 3 1 — 13 17
雑 . 梁 — — — 1 — —— 7 8
髮 結 — — — — - — 2 2
医 姉 — — — — — 2 2

計 3 8 10 21 7 8 6 66 129

江
F

近
郊
農
村
の
農
民
負
担
に
関
す
る
一
考
察 

五

五

r

 

一
 

0

九
一)

天保 11年

反別
、村名

〜2 町 

2〜1 町

1町〜

無 尚

一 之 江  
新 田

桩ヶ崎村

3 6
3 3

42 35
不明 0
48 44

享 和 2 年 

桑 川 村

7
41
0

51

第 二 表 物 産

一 之 江 新 田 笹 ヶ 崎 村 桑 川 村

数 蛩 価 額 数 散 価 額 数 超 : 価 領

米
石 合

391,935
P i 銭 

1,507 ,46. 4
石 合

282, 604
円 钱

1,087, 02.8
石 食

426,100
円 銭

1 ,407 ,00.0
大 安 31,500 90 ,00. 0 45, 500 130, 00： 3 111,600 138, 82. 5
小 麦 10, 600 27, 90. 0 4,500 1 1 ,84. 2 — ——

大 豆 7, 500 26 ,08. 6 8,550 30,53.4 丨. . —
小 3 : 1,600 .88. 9 5,750 9,72.2 '

一

蜀

粟

黍 5,850 7 ,3 1 .3 , 6 , 5 0 0  
4, 500

7 ,56.2  
8 ,10. 0

. — 一

隠 元 豆 24, 400 把 48, 00. 0 20, 000 把 40,00.0 一 —

茄 子 5, 200 m 26, 00. 0 5, 000 浦 25, 00. 0 -- —
胡 瓜 500 » 3 ,00 .0 1,000 " ，13,00.0 — ——
甜 瓜 2, 000 » 26,00.0 500 » 16,50.8 —
蕃 南 瓜 1,000 顆 5, 00. 0 2, 000 顆 10, 00. 0 —
冬

綿

瓜 — 一 300顆 15,00.0 ’ — —
150赏 18, 75. 0 28茛500目 35, 62. 5 • — ——

家 鴨 . 3 5羽 7 ,00.0 — — — —

m
•

蓑

1,000 本 100,00 .0 600本 60, 00. Q
3000 校

円 "i
、 240, 00. 0

ク ゴ — ' —— — —— - 3 万把 300,00 .0

村
は
全
戸
数
；

.
,
.
1
1

九
芦
中
農
業
を
、主
要
な
業
務
と
す
る
者
は
三
六
戸
，に
す 

ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
.て
お
<5
"

(

第
四
表
参
照)

。

さ
て
、
：
都
市
近
^
農
村
は
一
般
に
人
口
停
滞
現
象
が
あ
っ
た
徳
川
後
期 

に
お
い
て
も
、

ロ
増
加
.が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
も
近
郊
農
村
の
特
色
のj 

つ
'と
さ
-れ
て
い
る
。
こ
の
3]
>

態
は
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
三
村
に
も
適
応
し
方 

る
の
：で
あ
る
が
、
.比
较
的
長
期
間
に
わ
た
っ
て
人
口
増
加
を
迪
れ
る
桑
川 

村
の
例
を
第
.

K

図
と
し
て
掲
げ
る
。
こ
の
様
な
人
口
増
加
は
、
戸
数
增
加

を
前
提
と
し
た
こ
と
は
当
然
で
あ 

る
。
そ
の
よ
う
.な
戶
数
培
加
と
商
品 

貨
幣
経
済
と
は
、
著
し
い
農
民
層
分 

解
を
惹
起
す
る
の
で
あ
る
。
紙
数
の 

都
合
で
分
解
の
.過
程
は
省
略
す
る 

が
、
三
村
の
階
層
構
成
を
各
一
年
ず 

つ
第
三
表
と
し
て
掲
げ
る
。
こ
の
農 

民
層
分
解
は
多
く
の
無
高
®
を
生
ず 

る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
の
一
部
は 

他
め
職
業
に
従
事
す
る
で
あ
ろ
う 

し
、

一

部
は
零
細
農
と
共
に
小
作
農 

と
し
て
、
或
い
は
日
雇
と
し
て
農
業 

に
依
存
し
続
け
る
の
.
で
あ
.る
。
第
四
表
は
そ
の
よ
う
な
結
果
を
丧
示
し
て 

い
る
C 

.
第 三 表 農 民 階 層

.

以
上
、

こ
の
三
村
は
都
市
近
郊
農
村
と
し
て
の
特
質
を
も
つ
の
で
あ
る 

が
、

こ
れ
が
農
民
負
担
に
ど
の
よ
ぅ
な
影
響
を
も
た
ら
す
か
が
、

こ
こ
で



第 五 表 燊 川 村 木 田 年 M

年 度 年 貢 領 度 年 貢 額 年 度 年 贯 額 句-ニ 度 年 n 額

延定
J i 合 石合 -i i 合 石合

6 C 75, 805 正徳 2 E 28,122 宽延 1 57, 454 宽政 7 56, 538
7 B 73, 255 3 65, 694 2 57, 454 12 58,169
8 A 15,927 4 41,520 3 57, 454 文化 5 58, 329

天和 1 C 36, 254 5 61,047 觉暦 1 57,454 7 58, 329
2 it 56, 304 享保 1 65, 694 2 57,454 8 58, 329
3 a 68,507 2 14,545 3 57, 454 10 58, 329

貞享 1 70, 404 3 44, 499 4 57, 454 11 58,329
2 a 63, 798 4 30,009 6 57,454 12 58, 330
3 a 69, 672 5 40, 789 7 A 40, 410 13 59, 203
4 n 55,162 

57,862
6 A 19, 573 8 57, 454 文政 3 59, 203

元禄 1 it 7 43, 925 9 57,454 4 59, 307
2 it 63, 287 8 A 6,932 10 57, 454 7 59, 307
3 it 63,517 9 41,745 11 57, 454 9 59,310
4 n 69,522 丨. 10 41,745 12 57, 454 11 59, 311
5 ii .69,179 11 41,745 13 57,454 矢保 2 59, 640
6 ii 52, 297 12 48. 669 明和 1 57,454 3 62,437
7 ii 54,133 13 A 27,227 2 57,454 5 62, 437 ‘
8 ii 64, 003 14 47,582 3 57,454 6 62, 437
9 // 62, 057 15 47. 582 5 57,454 7 62,440

10 it 59,861 16 47, 582 6 57,454 8 62,440
11 A 36, 877 17 47, 582 7 57,454 9 62, 440
12 It 31；737! 18 47, 582 8 57; 454 10 62,440
13 C 53,140 19 A 32, 884 安永 1 57,454 11 62,440
14 // 47, 834 20 47, 582: 

47, 582j
2 F 57, 489 12 62,444

15 ii 61,280 元文 1 3 59,672 13 62,444
16 A 40, 954 2 47, 582 4 59, 672 14 62,571

宝永 1 a 1,367 3 49, 960 5 59, 672 15 62,447
2 D 52, 634 4 49,960 

49, 960；
6 59,672 弘化 2 62, 447

3 M 45,626 5 天明 3 F 59, 684 4 62,447
4 B 28,082 寛保 1 49, 960 4 A 0 嘉永 3 62,447
5 A 40, 989 2 A °! 6 A 0 安政 1 62,447
6 D 44,407i 3 49,910 7 A 57, 702 4 62,630
7 ii 48,338 延享 2 62, 638 8 57,702 5 62,633
8 A 46,182 3 49, 960: 寛政 3 A 0

正徳 1 r/ 46,182 4 49, 960丨 5 58, 663

注 1 . 便宜上，畑方年貢は除き，II丨方年貢のみを掲げた。
2 . 史料欠如の年は，これを除いた。
3 . アルフアベット略号は次の如くである。 A .水 拟 引 B .風 拟 引 C .検 兑 引 D•早 

拟 引 E .付 荒 引 F .定兕切替増。
4 . なお，享保九年以後は定免制が突施され，従ってそれ以後の年貢額増加はすべて记免切 

替壻によるものと思われるが，突際に割付免状にその旨が記されているもののみFの符岢 
を付した。 -

江

近
郊
農
村
の

農
K

担
に

閲
す
る

考
m

五
七

〇
九

の
主
要
な
課
題
に
か
る
の
す
あ
る

。

.
 

-

三
、
農

.

民̂

!

の
内
容

.
;

:

こ
こ
で
考
察
ず
る
農
民
負
担
と
は
、
直
接
田
畑
に
賦
課
さ
れ
る
年
貢
、
及
び 

村
产
行
政
费
•
.助

郷
費
•

災
害
费
•

治
水
#

等
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
村
入
用 

と
を
含
む
も
の
と
ず
る
。
そ
の
他
の
冥
加
金
等
々
は
一
応
臨
時
的
な
も
の
と
考 

え
て
，
除
く
こ
と
に
ず
る
。

対
象
と
し
て
取
上
げ
た
兰
ヵ
村
中
，
最
も
長
期
間
に
わ
た
っ
て
年
貢
絶
対
量
.

.

の
^

録
を
残
し
て
い
る
の
は
' 

桑
川
村
で
あ
っ
て
、
同
村
の
延
宝
六
年
よ
.り
安 

政
.五
年
に
至
る
ま
で
の
、

一
八
一
年
間
に
及
ぶ
年
貢
割
付
免
状
を
整
理
し
て
得 

.

た
表
が
*
第

囊

で

あ

る

。

こ
れ
に
よ
る
乏
、
定
免
制
の
施
行
さ
れ
た
素
九
年 

以
拙

は
、賦
課
領
の
変
動
が
著
し
く
，
そ
れ
以
後
は
か
な
り
安
矩
し
て
い
る
。
延
•
 

-
V
I六
年
か
ら
始
ま
る
こ
の
年
黄
高
の
変
遷
は
、徳
川

期

に
お
£

る
領
主
の
、
少
く 

と
も
徳
川
幕
府
の
ハ
牛
貢
収
取
制
度
の
代
表
的
な
ニ
^

の
型
を
示
し
て
い
る
。
そ 

の

一

は
初
期
か
ら
採
州
さ
れ
て
い
た
検
見
取
制
と
共
に
*

寛

文.

延
宝
年
間
に 

21
-
-
-
1的
に
開
始
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
、
関
柬
に
お
け
る
畑
方
永
納
制
で
あ 

り
、
他
は
、
素
期
に
始
ま
る
定
免
制
で
あ
^ :
前
者
は
関
西
に
お
け
る
三
分 

1

石
代
銀
• 

j

〇
分
一
大
豆
代
銀
納
制
と
共
に
、
当
時
に
.お
け
る
全
国
的
商
品 

流
通
経
済
に
対
応
ず
る
、
葸
府
の
新
年
貢
政
策
の
結
來
で
あ
り
、
後
者
は
、
.こ 

の
経
済
発
展
が
更
に
進
ん
だ
時
に
必
然
的
に
起
る
藉
藩
体
制
危
機
へ
の
、
対
芯 

策
の
ぉ
わ
れ
て
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ
ぅ
な
幕
府
政
策
の
転
換
乃 

至
そ
れ
を
惹
起
し
た
経
済
発
展
の
分
析
が
土
題
で
は
な
く
、

そ
の
よ
う
な
年
貢 

収
取
制
度
の
農
民
に
，ナ
え
る
影
響
を
考
察
す
る
こ
と
が
生
題
な
の
で
あ
る
。

五

六

ニ

〇
九
ニ)

そ
れ
で
、
本
稿
の
対
象
た
る
徳
川
後
期
特
に
幕
末
期
の
*
縣
府
の
年
貢
収
取 

‘

制
度=

=

定
免
制
の
農
民
に
及
ぼ
す
結
果
を
眺
め
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
右
に
掲 

,

げ
た
桑
川
村
の
享
保
九
年
以
降
の
本
田
の
.年
貢
高
は
水
損
引
等
の
減
免
ま
た
は 

破
免
を
別
と
ず
れ
ば
、
極
め
て
戈
定
し
た
賦
課
額
で
あ
る
。
ま
た
、
享
保
ー
ニ 

年
；
元
文
三
年
•

寛
延
元
年
•

安
永
三
年
.

天
明
三
年

.

文
化
一
三
年
•
文
政 

四

年
•

文
政
九
年
•
文

政

一
一
年

.

天
保
一
一
年
•

天
保
三
年
.

天
保
七
年
•
天 

保

一

ニ
年
•

天

保

j

五

年

.
安
政
四
年
•

安
政
五
年
の
一
六
问
に
ゎ
た
り
貢
租 

増
徴
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
安
政
五
年
に
は
、
こ
の
期
間
に
お
け
る
最
高
額
六 

.

ニ
石
六
斗
三
升
三
合
に
達
し
た
。
こ
れ
は
本
田
石
高
一
三
八
石
余
に
対
し
、
四 

五
パ
ー
セ
ン
ト
余
に
^

る
。
こ
れ
を
定
免
制
開
始
当
時
の
四
一
石

七

斗

四

升

五
 

合
に
比
し
、
約
ニ
一
石
の
増
徴
と
な
‘

て
い
る
。
ま
た
享
保
九
年
前
後
を
比
較 

す
る
と
、
前
期
は
減
免
措
置
が
し
ば
し
ば
と
ら
れ
、
賦
課
額
を
非
常
に
不
安
定 

な
も
の
に
し
て
い
る
が
、
後
期
は
こ
れ
に
比
し
て
減
免
措
置
は
、
天
明
期
を
別 

.

と
ず
れ
ば
殆
ん
ど
な
い
と
い
っ
.て
よ
い
。
定
免
制
に
お
け
る
破
免
惜
置
は
、

| 

応

享

保一

九
^

に
確
定
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
平
正
月
の
幕
&

の

「

御
^

.
vtn 

江
品
々
被
仰
渡
御
書
付」

に
よ
れ
ば
、
今
迄
は
四
分
以
下
の
損
毛
の
場
合
は
我 

免
し
な
か
っ
た
が
、
以
後
、
三
分
ま
で
は
減
免
を
認
め
る
。
し
か
し
、
三
分
以
下 

の
损
毛
の
場
合
は
宏
免
通
り
取
立
て
る
と
あ
び
ゝ
*
こ
の
よ
ぅ
な
破
免
条
項
が
第 

五
表
に
み
ら
れ
る
よ
ぅ
な
結
搌
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
笹
ヶ
崎
村
こ
，お
、
■ 

て

は

|
-¥

保
期
に
つ
-> 

て
は
史
料
久
如
の
た
め
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
文 

化
ニ
年
以
後
の
年
貢
勘
定
帳
に
よ
れ
ば
、
桑
川
村
と
同
様
定
免
制
が
施
行
さ
れ 

て
い
る
。
弘
化
ー一

年
の
年
貢
割
付
状
に
よ
れ
ば
、
f
f
l方
年
貢
米
四
一
一
石
0

八 

ニ 

•

六
合
で
あ
り
、

こ
れ
を
、
田
方
石
高
九
三
石
八
〇
八
合
で
，

す
れ
ば
四



第六表 笹 ヶ 崎 村 農 段 負 担

年 m
年 貢 . 村 入 m 計

米換算 金換算 銭換算 米換算 金換算 銭換算 米換算 金換算 銭換算

弘化 3
石

63. 4
両

131.8 1001.7
石

19.9
両

41.6 446.5
石

83.3
両

173.4
貫

1448. 2
4 72.6 83.5 551.1 24.6 28.4 287,4 97.2 111 .9 838. 5

嘉永 1 71.2 88.0 580.8 27.1 30.2 235.3 98.3 118.2 816.1
2 64.5 115. 5 750.8 18.8 33.7 322.3 83.3 149.2 1073,1
3 64.8 116.7 746.9 23.5 40.9 332.6 88.3 157.6 1079. 5
4 51.5 99.1 , 634.2 39.5 52.0 374.7 91.0 15 1 .1 1008.9
5 79.9 105.0 672.0 26.8 41:9 267.9 106.7 146.9 939. 9
6 73.5 100.2 661.3 29, 4 43.2 276. 6 102. 9 143.4 937.9

安政 1 7 1 .2 91.2 601.9 31.7 41.2 271.6 102.9 132.4 873. 5
2 68,1 95.9 662.5 3 4 .1 47.5 318.9 102. 2 . 1 4 3 . 4 981.4
3 6 8 .1 89.0 , 596.3 30.4 38.2 254. 5 98.5 127. 2 850.8
4 71.2 88.3 676.4 53. 3 66.2 450.4 124. 5 154. 5 1126.8
5 71.9 90.1 594.7 65.2 82.2 509.6 137 .1 172. 3 1104.3
6 69.6 86.0 752.8 39.1 46.9 318.7 108.7 132. 9 1071.5

万延 1 6 9 .1 95.9 652.1 35.2 48.9 332.6 104.3 144. 8 984.7

四
.四
パ
ー
セ
ン
ト
に

な
り
、
桑
川
村
の
同
年
の
年
|
貝
率
四
ニ
..
ニ
ニ
パ
ー
セ
ン 

ト
と
ほ
ぼ
等
し
い
。
従
っ
て
、
幕
末
期
に
お
け
る
東
葛
西
領
各
村
の
年
貢
率
は 

村
高
に
対
し
、
四
〇
。ハ
丨
セ
ン
ト
以
上
で
あ
り
、
四
公
六
民
に
ほ
ぼ
相
当
す
る 

と
考
え
て
大
過
な
い
と
g

l

れ
る
。
定
免
制
施
行
に
当
っ
て
慕
府
の
目
的
と
し 

た
五
公
五
民
の
年
質
率
は
、
文
化
期
に
お
い
て
も
ま
だ
、
当
初
の
目
的
を
果
し 

.

て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
が
、
ど
の
ょ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
は
こ
こ
で 

は
取
上
げ
な
い
。

：

/£

免
依
が
農
民
仰
に
前
耍
な
影
響
を
も
た
ら
す
要
因
と
し
て
は
、
.年
.質
量
の 

固

矩

と

そ

の
.
.面
矩
さ
れ
た
年
貢
.量
の
高
.さ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。

.
前
者
は
，
土 

•
地
収
量
を
一
定
と
す
れ
ば
、
年
貢
を
差
(?
|

い
た
農
民
手
取
分
が
ー
定
に
な
り
、
 

定
免
切
替
時
に
お

け

る
年
貢
増
徴
を
生
産
力
の
上
昇
が
上
回
る
と
す

れ

ば

*

そ 

こ
に
は
寄
生
地
主
制
が
体
制
的
に
出
現
す
る
条
件
の
一
つ
が
成
立
ず
る
こ
と
に 

な
る
。
少
く
と
も
農
民
の
手
に
余
剰
が
蓄
積
す
る
可
能
性
が
出
現
し
'た
と
云
え 

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

こ
の
こ
と
は
あ
く
ま
で
も
年
貢
量
の
高
さ
に
規
宠
さ 

れ
て
い
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
従
っ
て
，
前
者
は
後
者
に
規
定
さ
れ
て 

い
る
と
S

え
る
。
し
か
も
*
.
そ
れ
は
単
に
量
の
問
題
で
は
な
く
*
或
る
年
貢
量 

が
農
民
•
#
生
産
に
と
り
、

い
か
な
る
意
味
を
も
つ
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
. 

の
問
題
は
四
節
に
譲
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
年
貢
量
の
固
•足
化
に
つ
い
C
 

考
察
す
る
.。
 

■

第
六
表
は
笹
ヶ
崎
村
の
年
貢
及
び
村
入
用
の
弘
化
三
年
ょ
り
万
延
元
年
に
至 

る
ま
で
の
一
覧
表
で
あ
る
。
こ
の
両
者
を
合
計
し
た
も
の
が
、
粧
ヶ
崎
村
に
お 

け
る
農
民
負
担
の
殆
ん
ど
す
ベ
て
を
網
羅
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
嘉
永
ー
一 

年
の
年
貢
割
付
免
状
に
よ
れ
ば
、
本
途
物
成
..小
物
成
そ
の
他
の
付
加
税
等
を

五

八

(

1

0

九
四)

.

第七表笹ヶ崎村米価 

及び銭相場 

(鉴準は金1 両)

年 度 独 . 米

弘 化 2
贯文  
6, 336

合

3 7,575 480.6
4 6,604 868.7

嘉 永 1 6,599 809,3
2 6, 500 559.7
3 6, 400 558.7
4 6, 400 760.0
5 6, 400 640.0
6 6, 556 680.0

安 政 1 6, 600 770.0
2 6,700 719.5
3 6, 700 795.5
4 6,800 805,0
5 6,800 795.6
6 6,800 834.5

万 延 1 6,800 719.8
文 久 1 6,800 450.0

2 6,800 450.0
3 6,800 450,0

元 治 1 6,800 450.0
慶 応 1 

2
6, 800 
6,800

450.0

3 10,000 —

明 治 1 11;000 200.0
2 10,000 104.0
3 10,000 204. 3
4 11,200 208.1

含
め
て
、
米
四
三
H

六
斗
九
升
窀
合
六
夕
，
永
ニ
三
貫
九
六
〇
文
四
分
に
な
っ 

て
い
る
。
貢
租
額
が
年
々
変
動
し
て
い
る
の
は
、
金
と
銭
の
交
換
比
率
及
び
米 

価
ガ
変
動
し
て
い
る
た
.め
で
あ
る
。
田
方
の
米
、
畑
方
の
永
に
よ
る
賦
課
率
は 

侮
年
一
定
し
て
い
る
。(

笹
ヶ
崎
村
に
お
け
る
米
価
及
び
銭
相
場
は
、
第
七
表
と
第 

ニ
図
参
照
。)

現
物
に
お
い
て
固
定
化
さ
れ
た
田
方
の
米
納
年
貢
と
、
計
算
貨 

幣
化
た
る
永
に
お
い
て
固
定
化
さ
れ
た
畑
方
の
金
納
貨
幣
が
、
徳
川
後
期
に
は 

す
で
に
現
実
の
生
産
力
を
表
示
し
な
い
村
高
の
何
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
る
か
と
い 

う
こ
と
を
云
々
ず
る
の
は
無
意
味
で
あ
ろ
う
。
今
、
田
方
の
み
に
問
題
を
限
定 

す
る
な
ら
ば
，
現
実
の
生
産
力
と
年
貢
量
と
の
比
較
が
、
農
民
の
農
業
再
'4
1

産

、
 

構
造
に
お
い
て
取
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
、
も
し
対
象
と
す
る 

地
域
な
り
村
な
り
が
、
貨
幣
経
済
の
影
響
を
深
く
受
け
て
い
る
な
ら
ば
、
.
そ
れ 

は
当
然
米
価
と
結
び
つ
け
て
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
畑
方
に
つ 

い
て
も
ほ
ぼ
こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
云
え
よ
う
。
.ど
れ
は
特
.に
地
主
経
営(

手
作 

及
び
镕
生
地
主
、
特
に
後
渚)

に
最
も
妥
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
農
民 

に
最
も
関
係
深
い
銭
相
場
が
、
ど
の
よ
う
に
動
く
か
に
よ
っ
て
も
，
そ
の
影
響 

す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。
そ
の
際
、
米
価
や
錢
相
場
が
い
.か
.に
し
て
決
定
さ
れ

る
か
と
云
う
こ
と
は
、.
本
稿
の
主
題
で
は
な
い
。
決
定
さ
れ
た
米
価
•
銭
相
場 

が
、
所
与
の
も
の
と
し
て
、
農
民
の
負
担
を
ど
の
よ
う
に
変
化
さ
せ
る
か
を
観 

察
す
る
こ
と
が
、

こ
こ
で
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
観
点
に
た
っ
て
、.：米
•

金

•
銭
で
計
算
さ
れ
た
年
貢
を
各
年
に 

つ
い
て
眺
め
た
と
き
、
定
免
制
と
い
う
年
貢
収
取
体
制
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は 

必
ず
し
も
一
定
し
な
い
の
で
あ
る
。
更
に
、

こ
れ
に
他
の
重
要
な
農
民
負
担
た 

る
村
入
用
を
加
え
る
と
、
そ
の
変
動
ば
更
に
大
に
な
る
の
で
あ
る
。
村
入
用
は 

そ
の
性
格
に
よ
っ
て
、
年
々
固
定
し
た
も
の
で
な
く
、
変
動
す
る
の
が
通
例
で 

あ
る
。
銭
で
表
示
さ
れ
た
村
入
用
額
は
、
最
高
の
.年
で
あ
る
安
'政
五
牢
の
五
五 

九
氣
余
と
，
最
低
の
年
嘉
永
元
年
の
二
三
五
貫
余
を
比
較
す
れ
ば
、

二
倍
以
上 

の
変
動
を
示
す
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、
総
体
的
に
み
た
農
民
負
®

は
、
定
免
制
下
に
お
い
て
も
，
必
ず 

し
も
固
定
的
な
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
変
動
す
る
場
合
が
多
く
、
そ
の
変
動
の 

原
因
は
、

一
方
に
は
貨
幣
的
要
因
に
よ
る
年
貢
の
変
動(

定
免
切
替
時
の
平
貢 

増
徴
や
、
減
免
措
置
に
よ
る
変
化
を
別
と
し
て)

が
あ
り
、
他
方
村
入
用
の
動
き 

が
、

こ
れ
に
附
加
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
次
に
村
入
用 

.0

.0

.0

.0
-:
_

.0

.0

.3

.1

の
内
容
の
分
析
が
取
り
上
げ
ら
れ
ね
ば 
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四
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明
治
四
年
に
至
る
ま
で
の
、
四
一

年
._

弘

_

_

_

_嘉 

安 

万
文
.

元慶

 

' 

明

.
，
 

年
間
に
わ
た
•る
諸
役
入
目
書
上
帳
が
残

江
戸
近
郊
農
村
の
農
-民
良
担
に
関
す
るr

考
察 

. 

五
九

(

1

0

九
五)



第 九 表 桩ヶ崎村，一之江新田，安政 5 年村入用
-■ . ■ »  ,_

金 額 西石当り 
负担額

小 計

卷川俣妨出金 

東用永藻对賃 

川俣元扒修镫臨時出金

堤 自 普 請  

水 防 諸 入 用  

水 防 人 足  

水 防 諸 色 代  

水防用蠟燭代 

水防用高張提灯 

用水藻对人见赁.

24,020

11,466  
3, 250 
6, 549

21,265

50,135 
29,821 
86, 548 
55, 488 
8, 924 
3, 228 

43, 648

12, 50C

10, 900

名 主 役 料

年 寄 役 料

定 使 給 金

百 姓 代 役 料
御用状持送り用镦燭代并御免 
勧化

村役人出帳费 

同 上 描 泊 赀  

才 料 . ' 給 

* 御免勧化はその他の項〖こ入れる七夯であ 

るが，原史料で上記のように一括して記 

入されているので，この項に入れた。

277,792

40,800 
13, 600丨

6, 800 
96,156 
6,900 
5,422 
1,700

148,000

項 目

千住新宿定式質銭 

新棺町臨時赁鈸

項

之 江 新 田

佥 額

'千佳新锫矩式赁銭 

新宿町臨時質銭

小 計

帮 川 俣 筋 出 会 '

策用水藻对貨 

川悮元扒修殽費 

宇苺田川藻莉貨 

東一之江境川藻莉質 

境川郷浚人见賃

小 計

関 枠 # 銭

.酒 代

村 水防賭式入用

村築返し兑酬

内 白 米 三 斗 代

# 之物やさい

水
>-. 
V_ も m 料

m 代

利 わ ら 代

竹 代

蠟 ；燭 代

象 朶 代

右 き 上 げ
* .

杭 木 代

小 n t

名 主 役 料 - 
年 寄 役 料  

定 (ii 給 ' 金，:.
年 稀 ち 役 料  

五人組_ 認 紙 代 ' 
御用向出張并御免勧化 

御Hi向提灯高張代 

蠟 燭 代  

年 頭 諸 入 爪  

才 料 給  

炭 代

銭 從 文
23,232
12,376

35, 608

15, 884 
3, 334 
9,196  

600 
5, 599 
3, 476

38, 089

48
0

 

0
 

0000800

 

4—
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o
 

o
 

o
 

o
 

o
 

o
 

4
 

o
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6
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496

 

3
3

 

2
 

5
 

7
2

 

32
1

 

1

 

.

, 

>'.

■
1
 

9

-

1
 

4
 

1
 

1
 

3
,

西石当I) 
食担•紐

14, 600

15, 900

55,118 24,090

30,096 
10,032  
28, 424 
3, 513 
2, 696 

* 8, 580 
320 

2,600 
l,472j

324|

粧 ケ 崎 村

文
60
60 
1
 

8
 

贯5 ,
8 ,

銭

第八表征ケ崎村，一之江新田，安政五年村入用

一 之 江 新 田 - ， 笹 ケ 崎 村 ；r

負 担 額
百石当り  
良 担 額 百分比 負 担 糚 苗石当り 

負 担 額 百分比

助 郷 

領 内 水 利  

村 内 水 利  

村 政 費  

領 内 数 

'そ . の 他  

計
：

銭 ；R 文 
35, 608
38,089
55,118

111,910
82,121

,804
323, 650

銭 賞 文
14,600 
15, 900 
24,090 
44,800 
34,200

133,590

%
10.6

16,8
35,9
25.4
0.2

100,0

钱 贯 文
24,020 
21,265  

277,792 
128,478 
58,011

509, 566

銭 H 文
12,500
10,900

140.800 
66, 900 
27,700

258.800

%
4.7
4,2

54.6
25.1
11.4

100.0

四
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
文 

■■
::
'

書
に
は
同
村
の
村
入
用
' 

:
明
.？
1
ニ
が
殆
ん
.ど
ず
ベ
て
記
載
：

ニ
"
'

慶
応
一
さ
れ
て
い
る
ど
考
え
ら

.

元
^

一--
'

れ
：る
。
そ
の
内
容
は
、
 

文
久
一
一
一
⑴

助
郷
費 

万
延
.
- -
/■
■

⑵
:.

水

利

費

(

村

内

：

.

g

及
び
領
内
ご

.

一
 1-

一
一
.
.
⑶

村
政
費

f

丄ーハ⑷
領内費

四

(5

)

そ
の
他

ニ
に
分
類
し
得
る
。
⑴
、

I
.
"

フ̂

!

⑵
は
説
明
す
る
必
要
あ
，

ニー 

る
ま
い
。⑶
は
村
役
人
.

W

四
.

定
使
の
給
料
、
紙
筆
墨 

十
三

十
二
代
•蠛
燭
代
等
村
内
の 

十
行
政
費
で
あ
り
、
⑷
は 

A.

触
頭
給
料
.霞
品
々
出 

六
銭
等
の
村
組
合
の
費
用

.

四
で
あ
る
。
両
者
は
領
主

三

天
保
ニ
と
農
民
と
の
結
節
点
に 

->
年
お
い
て
両
者
を
媒
介
す 

.

る
、
即
ち
領
主
の
村
落

六
0
 

(
1
0

九
.六)

.
支
配
が
農
民
の
負
担
に
お
い
て 

行
わ
れ
て
._

vる
.
こ
と
■を
.示
し
て
' 

:

い
る
、
.い
わ
ば
近
世
に
お
け
る 

農
民
自
治
の
性
格
を
端
的
に
表 

現
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
村 

入
用
は
以
上
の
よ
ぅ
に
領
内
に 

共
通
す
る
部
分
と
、
村
固
有
の 

部
分
と
か
ら
構
成
さ
れ
て
い 

る
。
後
者
は
そ
の
村
の
置
か
れ 

て
い
る
条
件
に
よ
り
、
同
一
領 

内
に
.お
い
て
も
著
し
く
異
な
る 

こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
領
内
共 

通
の
部
分
で
あ
っ
て
も
、
領
内 

.

全
村
で
負
担
す
ベ
き
も
の
も
あ
_ 

れ
ば
、

一

部
の
村
々
で
良
担
ず 

べ
き
も
の
も
あ
る
。
従
っ
て
或 

る
領
内
に
お
け
る
各
村
の
村
入 

用
は
、
必
ず
し
も
村
々
の
石
高 

に
比
例
し
た
額
で
は
な
く
、
む 

し
ろ
力
な
り
の
差
を
生
ず
る
の 

が
通
例
で
あ
る
。

そ
れ
で
笹
ヶ
崎
村
と
は
や
や 

条
件
の
異
な
る
、

一
之
江
新
田



第一〇表 笹 ヶ 崎 村 助 郷 钱

年 度 a 臨時助 
郷件数

対 村  
入用比

天保
p 銭 n 文 件 %

2 13, 071 2 5 .1
3 23, 953 1 9.4
4 17,237 2 7.7
5 35,121 2 13.9
6 16, 626 0 6. 5
7 16, 626 0 4 .7

! 8 13,100 0 4 .3
9 11,549 0 3.5

10 13, 348 0 2. 9
11 20, 500 0 5.8
12 16, 626 0 7.2
13 22, 504 2 8 .2
14 28,530 1 11.9

弘化 1 20,066 1 , 6 , 1
2 • 17, 704 0 4.9
3 19,620 1 4.4
4 20, 723 1 8.8

嘉永 1 15,060 0 6 .4
2 36,828 4 11 .4
3 41,800 3 12.6
4 , 19,307 1 5.6
5 15,060 0 5.7
6 23, 882 2 8 .7

安政 1 35,232 1 13.0
2 20,084 1 6.3

,ぐ 3 22, 522 1 . 8 . 9
4 18,889 1 4.2
5 23, 92Q 1 4.3
6 32, 523 1 10,3

万延 1 29, 926 1 8,9
文久 1 55,434 1 13.8

2 70,122 3 . 14.4
3 220, 019 5 37.4

元治 1 96,736 5 14 .1
慶応 1 172, 953 2 2 2 .1

2 181,441 4 21.5
3 133,014 3 5.5

明治 1 330, 756 一 22.5
2 202,169 15.8
3 137,007 — 5.8
4 88, 384 — 0.7

第
一
：〇
表
は
助
郷
費
を
示
し
て
い
る
が
、

こ
れ
に
ょ
れ
ぱ
文
久
三
年
を
除 

き
.

fl
L

.
は
全
村
入
用
中
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
.越
え
る
こ
と
は
な
く
、.
絶
対
額
に 

お
い
て
も
，
銭
相
場
の
著
し
く
低
下
し
た
慶
応
三
年
以
降
，

(

第
七
表
参
照)

を 

除
き
ニ
〇
〇
貫
を
越
え
る
こ
と
は
な
い
。

苋
葛
西
領
に
お
け
る
主
要
街
道
は
、
千
住
ょ
り
東
葛
西
領
小
管
村」

新
宿
町
、 

を
経
て
、
下
総
国
松
戸
を
通
り
水
戸
か
ら
平
に
至
る
陸
前
浜
街
道
で
あ
っ
た 

が
、
こ
れ
は
脇
.街
道
.で
あ
り
、
通
行
諸
大
名
も
少
か
っ
，が)

。
故
に
東
葛
西
全
体 

が
'助
郷
村
に
.編
入
さ
れ
た
の
は
、
元
文
三
年
で
あ
り
、
四
九
力
村
合
高
こ
万
六 

千
石
余
が
新
宿
町
の
定
助
郷
を
命
ぜ
ら
れ
^

こ
の
時
の
負
担
額
は
新
宿
定
式 

促
馬
賃
銭
と
し
て
、
高
苗
石
に
つ
き
ニ
貫
八
八
九
文
で
あ
っ
た
。
後
天
保
五
年 

ょ
り
千
住
宿
宠
式
伝
馬
賃
銭
が
高
酉
右
に
つ
き
ム
貫
三
六
七
文
^ .
賦
課
さ
れ 

た
。
そ
の
後
、
何
回
か
の
梢
額
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
.
.ご
の
経
過
は
不
.

明
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
天
保
以
降
、
新

宿

*'
千
住
両
宿
定
式
伝
馬
賃
銭 

と
し
て
、
粧
ヶ
崎
村
はt

六
貫
乃
至
一
五
貫
余
を
負
担
ず
る
こ
と
と
な

っ

た

 

が
、
そ
の
額
は
同
村
村
入
用
全
体
に
.比
す
れ
ば
僅
少
で
あ
っ
た
と
云
え
る
。
む 

し
ろ
幕
末
の
政
情
不
穏
に
伴
う
、
陸
前
浜
街
道
"
千
住
宿
を
経
由
す
る
陸
羽
街 

道
を
通
過
す
る
諸
大
名
通
行
量
.の
壻
大
が
、
助
.郷
臨
時
課
役
を
生
ぜ
し
め
た
こ 

と
が
'
•
助
郷
費
を
：必
要
以
±:

に
高
く
.し
た
。
特
に
文
久
ー
一
：年
以
後
は
そ
う
で
あ 

る
。
し
か
し
こ
れ
を
考
庫
に
い
れ
て
も
、
助
郷
費
が
笹
，ヶ
崎
村
村
入
用
に
占
め 

る
割
合
ば
文
久
二
年
以
後
を
除
け
ば
、
少
.
い
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
の
部
分 

の
変
動
が
村
入
用
全
額
を
左
右
す
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
っ
た
。

，.

次
に
水
利
費
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

.

同
村
の
水
利
費
は
用
水
費
維
持
費
と
水
害
対
策
費
に
分
れ
、
両
者
と
も
領
内 

と
村
内
の
両
者
を
含
む
。
東
葛
西
領
.の
用
水
は
主
と
し
：て
東
葛
西
用
水
で
あ
る

.江
戸
近
郊
農
村
の
農
民
位
担
に
問
す
る

一
考
察
V
 

」

、
H

ニ
0

九
0)

第 九 表 の つ づ 去

. ナ . 之 へ 江 新 III ； ,

...

笹 ヶ 崎 村

項 自 : 金 額 |奴 M M 獨 因 金 観

定 使 潰 坶 代
钱 K 文 W ^

15 一

-• ' - •• ■ ■-：-----— --------—
. ノ . 銭 R 35 n 文

出火之節捅屋酒切手并御届諸入用 4, SlOi — ■ ' '

村 雇 上 ヶ 之 分 ； 11,700 - 1
杣 九 人 貨 銭 4, 248 . -
定 — 1-20C —
高張提灯張替代

丨' 900 一 :
茶 盆 掼 .料 ， *248 ' — —

' ；

急 触 代 148 一

小 計 111,910 48,800 128,478 66,900
霞 品 出 _.錢， 82,121 ' ---- 霞 品 々 出 銭 55,829

' ~ — ~ ：— ：— — —

触 頭 投 料 2,182
小 計 82,121 34,200 小 計 58,011 29, 700

郷磷地御成ヶ分 40 _

河 岸 地 代 . 368 .へ.， ~

-

年 貢 渖 出 148 —
. '

淸 ' 亡. 郎 148 ■ . . : . ■ ' ...

小 - 計 804 . . , *

総  計 328, 760 133,590 509, 566 誠 棚 丨

-

六

ニ

.'

ニ
〇
九
八
>

〉

を
と
ゥ
あ
げ
て
;'

こ
の
]̂

村
の
村
入
用
を
比
較
し
て
み
よ
ぅ
。
 

第
八
表
は
、
安
政
五
年
の
概
村
村
入
用
を
比
較
し
た
も
の
で
あ 

る
。
両
村
に：

お
け
る
最
も
特
徴
的
な
差
異
.は
百
石
当
り
の
負
担 

額
に
お
.
い
て
、
桩
ヶ
崎
村
が
一
之
江
新
田
の
約
一
一
倍
を
占
め
て 

.い
る
こ
と
で
あ
る
。.
こ
の
相
違
を
も
た
ら
し
た
原
因
は
、
前
考 

の
村
内
水
利
費
が
一
.
一
七
七
貫
余
で
あ
る
の
.に
対
し
、
後
者
が
五 

五
-«

余
に
過
ぎ
な
：い
と
こ
ろ
に
存
す
る
。
苗
石
当
り
の
負
担
額 

に
し
て「

前

者
が

r

四
〇
貫
、
後
者
は
二
四
貫
余
で
あ
る
。

こ 

れ
を
詳
細
に
筒
察
ず
る
た
.
.め
に
、
第
.九

表
■を
‘
掲
げ
る
。
.
1)
-
1
ヶ 

崎
村
の
村
内
水
利
费
中
、
水
防
諸
入
用
に
関
す
る
.五
項E

が
ず 

.ば
抜
け
て
多
額
で
あ
る
の
が
目
立
つ
。
こ
れ
は
こ
の
年
の
夏
秋 

.

ニ
回
に
か
け
て
の
江
戸
川
出
水
に
よ
る
*
堤
防
修
理
興
用
で
あ 

る
。
'：
こ
の
江
戸
川
出
水
に
よ
る
臨
時
的
交
出
は
.後
に
述
べ
る 

.

が
、
安
政
.五
年
に
お
い
て
は
、：
両
村
の
他
の
項
目
の
支
出
に
余 

り
差
が
無
い
の
で
あ
る
が

ら
、
両
村
の

村
入
用
額
の
差
を
生
ぜ
' 

し
め
た
決
定
的
な
理
由
は
江
戸
川
水
防
費
.の
有
無
で
あ
り
、
こ 

の
点
.に
自
然
的
条
件
が
、
村
入
用
に
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
て 

レ
る
こ
と
ガ
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
.
る
'。

，

.

こ
'
の
よ
ぅ
に
或
る
特
定
の
年
に
：お
い
て
、
各
村
の
負
担
ず
る 

村
入
用
は
そ
の
石
高
に
比
：例
し
な
い
の
で
.
あ
る
が
、
同
一
村
に 

お
い
て

も
年
に
よ
り
変
1|
(
著
し
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
を
決
定 

す
る
.条
件
は
さ
.ま
ざ
ま
で
.

^
る
が
、
先
き
の
分
類
に
従
っ
て
、
 

笹
ヶ
崎
村
に
お
け
る
村
入
用
の
変
化
を
眺
め
て
み
た
い
。



第 " - ニ 表 征 ケ 崎 村 水 利 費

20,324 
120,188  
228, 319 

8, 604 
20,184  
32, 836 

132,236 
149,244 
106,812 
179,324 
171,998

[記載方法が変ったため，この年よ 

iの摘出が不可能で表る。

3 21,318
1 4,428 
3 10,775
2 27,041

1 2,500
1 1 5 , 9 0 0

2L3  
; 3.8 
4.8 

21：9

2.1
11.6

1，363

31,226 
15,248

同対治水む 
百 分 ，

4 ,8

1.1
17.8  
45 .1  
34.4
14.9

2 1 . 5 
. ：19.4

I T S
件 銭 文
1 357

莨 *
1 3,416

r r f

o . f

3.9

I
lf
l
M

i

.

1
,

23.5
13.3
6.5

36,15^ 
36,157 
30, 779 
27,686

o
 

o
' 

o
 

6
. 

0
. 

•
o 

9
 

o
 

8
 

4

.
 

1

1

-

o
 

3
 

2

10
,

32
,

45
,

40
,

32
,

25, 800 
26,700 
70,564

.
1
1
.

.3

.0
_

1 

~ 

- 

_ 

6
 

5
 

1
 

9
 

1
 

3

/

3
 

7

-

9
 

5
 

o
 

20
16
.

70
.

83
.

78
.

13
.

25
.

27
.

46
.

38
.

74
.

77
.

49
.

臨時費 ’

钱 賞 文
85, 228 
83,695 
8^,438 
99,268 
90; 617 

176； 217 
99, 673

%
32.9
32.9 
29,4
35.9 
3 5 ,3；

49.8
32.6 
36.0
46.6
37.9

:,
7

5.
7

:.
8

,9
.8
.4
.1
.'
8

.'
6

:

.1
.-
7

1

6

.

6

 

. 

4
 

3
. 

5
 

.
2 

0
 

6
 

2
 

0
 

6
 

2
 

8
 

1

7

5

 

4
 

23
36
38
46
18
25
31
28
16
19
15
1

ll
.

32
,

52
.

19
.

24
;

30
:

57
:

52
(
;
23
;

29
.

39
.

20
;

37
.

48
.

67
;

59
.

度年 .

年
天 保 2

3
4
5
6

■ 7
8

' . : 9  
10 

11 
12
13
14

弘 化

安 政

延

久 

.万

文
'

治
応 

元

0

m 治

江
戸
近
郊
農
村
の
農
民
^
担
に
関
す
る
一
考
察

パ -

n

第— 表 粧 ケ 崎 村 災 密

年 度

-------------------- - . . .

— 災 ' 甯

宝暦 3 江戸川沿い外堤耕地也6 畝 2 3歩川欠。
寛政 10 水 難 （詳細不明）。 *12 '出水，外堤破れ, . 外堤耕地すベて冠水。..
享和 1 水難及ぴ風窗(暴風雨によると考えられる）。

傘2 新宿町諷訪野堤決溃，更に大風雨で稲吹倒れる4
文化 3 大雨外堤2 5間決溃，外堤耕地8 町冠水。

5 大雨江戸川出水，堤 2 ヶ所のべI4 間決浪, 外堤耕池一円冠水。

7 麦作不作（詳細不明）。

天保 4 凶 作 （詳細不明)。

7 阁 作 （詳細不明）。 ' '

15 水難，外堤決潰，外堤耕地表作十円冠水。 1
蒸永 2 水難，8 2石 271合 （全石高の4 5 % )水腐。

同 水難.,外堤I3 間決潰，外堤耕地一円冠水。

3 4 日以来の大雨で外堤溢水，外堤冠耕地水。

5 大雨田畑一円冠水。 ，
...T '

•1* •

安政 2 .大地震。
巾

3 大嵐律波で東葛西領1 3 ヶ村田畑琿水。 *
慶硌 4

水難印畑合16 PIJ1 7畝 余 （全反別の4 1 8 % ) 冠水。 >
注 こ の 外 に 安 政 5 年にも大水铸があったと考えられる。 * 全柬葛西領に及ぶもの。

' ' .. . . ■ ■ ■ ■'. ' . '.''

六

四

..
'

上

1

.

I

0

0

)

が
.水
源
.地
か
ら
遗
く
離
れ
、
旱
損
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
^

!

。
ま
.た
^
 

村
は
低
湿
地
.に
あ
る
^
.
め
水
損
に
%:
:

悩
ま
さ
れ
る
と
と
が
多
く
ぢ
.0

た
旨
、
 

村
明
細
帳
に
も
記
さ
れ
て
.
い
る
：
第
一
一
表
は
同
村
史

料

中
に
現
わ
れ
た
災 

害
を
整
理
し
た
：も
の
で
あ
る
が
、：.
水
害
の
圧
倒
的
重
要
さ
.を
知
る
こ
と
が
で 

き
ょ
ぅ
。
従
っ
て
、
水
害
対
策
は
用
水
維
持
と
.同
様
、
.
笹

ヶ

崎

村
及

び

東
葛 

西
領
全
体
に
と
0

て
®

要
な
課
題
で
あ
っ
た
。

領
内
用
水
に
関
七
て
は
：、
天
保
九
年
九
月
の
東
葛
西
領
村
々
の
議
定
書
に 

.
ょ
れ
ば
、
そ
の
用
水
費
負
額
は
高
百
石
に
つ
き
、
銭
七
七
貫
と
さ
1

て
い 

る
。

こ
れ
を
向
年
の
助
鄉
1

は
高
百
石
に
つ
き
五
貫
文
で
あ
っ
た
の
と
比

較
 

す
れ
ば
、
か
な
り
：の
負
担
額
で
お
っ
た
と
云
わ
ね
ば
な
.ら
な
い
。
そ
の
外
、
,
 

.
第

一一

表
に
み
ら
れ
る
.ょ
ぅ
な
、
全
領
内
に
及
ぶ
水
害
の
際
に
は
臨
時
費
を 

提
出
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
.
の
で
あ
る
。 

,

村
内
用
水
費
は
堀
浚
•

藻
対
等
で
あ
り
、
天
保
ニ
年
を
例
に
と
れ
ば
、
人 

夫
ニ
九
ニ
人
を
使
用
し
た
か
み
で
、
軽
微
な
負
担
で
す
ん
だ
。
こ
れ
に
よ 

し
、
江
戸
川
沿
い
の
村
で
あ
み
笹
ヶ
崎
村
に
と
っ
て
、
江
戸
川
治
水
が
重
要 

な
課
題
で
あ
っ
た
。

一
一
表
に
み
ら
れ
る
江
戸
川
出
水
は
、.
同
村
の
江
戸
川 

本
堤
の
内
侧
に
設
け
ら
れ
た
外
堤
を
し
ば
し
ば
決
潰
し
、
そ
の
結
果
、
こ

の
 

中
に
あ
，る
外
堤
规
地
が
冠
水
し
た
。
文
化
三
年
の
記
録
に
ょ
れ
ば
、
.
江
戸
川 

通
パ
除
堤
長
，一：
九
七
間
外
堤
五
四
ニ
間
で
あ
り
、

い
ず
れ
も
御
入
用
御
普 

請
所
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
寛
政 

一
ニ
年
の
同
村
の
代
官
に
対
す
る
嘆 

願
書
に
.ょ
れ
ば 

'
幕
府
の
御
普
請
費
は
■滞
り
が
.
ち
で
，あ
り
、
’
そ
れ
は
.農
民
自 

身
が
負
担
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。そ
れ
に
は
年
々
の
定
式
普
請
費
の
外
に
、
 

堤
決
徵
の
際
は
そ
の
修
覆
費
も
含
ま
れ
て
い
る
め
で
あ
る
。
第

ニ
.
一
 

表

±
ぶ



利
費
の
一
覧
表
で
あ
る
が
、'
こ
.
れ
を
み
る
と
助
.郷
費
が
比
較
的1

定
し
て
い
た 

の
に
比
し
.て
、.
変
動
が
著
し
い
。
そ
の
原
因
は
銭
相
場
の
変
動
も
あ
る
が
、
臨 

時
費
支
出
が
主
た
る
要
因
で
あ
る
。
臨
時
費
の
無
い
年
で
も
総
額
が
変
動
ず
る 

の
.は
;:
'

経

-.
^

的
に
課
.さ
る
べ
き
領
内
用
水
費
が
年
に
よ
り
賦
課
さ
れ
な
い
こ
と 

が
あ
る
，た
；め
で
、.
さ
き
の
御
普
請
費
の
農
民
転
嫁
と
合
わ
せ
て
、：
幕
末
期
に
お 

げ
る
雜
府
水
利
対
策
の
弛
緩
が
読
み
と
れ

、

更
に
御
普
請
費
の
転
嫁
は
^

然
、パ一 

部
，貢
遞
外
の
農
民
負
担
を
増
大
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
第

「

一1
.表
に
お
い
て
水
利
_ 

費
が
ー
0

〇
貫
を
越
え
る
.年
は
必
ず
村
内
臨
時
水
害
対
策
費
が
計
上
'さ
れ
て
い
，
' 

'
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
饱
ヶ
崎
村
村
入
用
に
お
い
て
、
大
な
る
ゥH

ィ
ト
を
も
：
 

ら
水
利
費
の
変
動
は
村
入
用
総
額
を
左
右
し
、
'
そ
の
結
果
、
定
免
制
：の
効
果
を 

或
程
度
無
効
に
ず
る
作
用
を
も
つ
の
で
あ
ぜ
。

:

五
、
農
業
経
営
と
階
層
性
：
，

最
後
に
農
民
負
担
額
が
農
業
経
営
に
及
ぼ
す
影
響
と
、
農
民
層
分
解
を
惹
起
'' 

ず
る
一
因
と
し
て
の
農
民
負
担
の
階
層
性
を
考
察
し
た
い
。

ま
ず
、
反
当
貢
租
額
と
米
の
反
当
収
量
の
比
較
を
し
て
み
よ
ぅ
。
桩
ヶ
寄
村 

に
お
け
る
徳
川
期
の
反
当
収
量
は
不
明
で
あ
る
が
.、
小
作
料
は
'村
明
細
帳
に
よ 

れ
ば
天
^

五
年
下
田
反
当
.
一
反
に
.つ
き
一
石
と
さ
れ
て
い
，

f
。)

今

仮

り

に

小

作
 

人
取
分
を
小
作
料
の
五
割
と
ず
る
な
ら
ば
反
当
収
量
は
一
.

石
五
斗
に
な
る
。
明 

治
六
宇
の
同
村
物
産
書
上
に
は
田
方
平
均
収
量
は
反
当
約
一
石
六
斗
で
あ
る
の
. 

で
、
こ
の
一
石
五
斗
も
ほ
ぼ
実
際
の
生
産
力
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
米
に
よ
. 

っ
て
表
示
さ
れ
る
農
民
.負
担
中
最
高
額
に
達
す
る
安
政
五
年
の
そ
れ
は
約
一
三

. 

七

•
一
 

石

で

あ

る

(

第
六
表
参
照)

ノ
こ
れ
を
村
高|

九
ニ
石
五
五
六
合
で
涂
ず

六
六

.

,
2
0

ニ)

る

と

村

高
|
'石
当
り
め
負
担
額
は
，七
0

八
•

四
合
に
な
る
。
ま
た
下
田
の
右 

盛
は
五
ッ
で
あ
る
，か

ら

村

高
-
右
は
下
田
ニ
反
に
相
当
し
、1
こ
の
小
作
料
は
一
一 

石
で
あ
る
。
故
に
下
田
.
1
1反
当
り
の
負
担
額
七
〇
八
.
四
合
を
小
作
料
ニ
石
で 

除
.す
れ
ば
、
三
.
五
r
ra
l1

パ
I

セ
ン
ト
に
な
る
。
更
に
下
田
一
一
反
の
予
想
収
1: 

.

を
：三
右
と
み
な
せ
ば
、
'1

一
六
，
ー.
三
パ
r

セ
ン
ト
に
'す
ぎ
な
い
の
：で
あ
る
。
' 

こ 

の
：数
字
が
米
に
よ
る
最
大
の
負
担
：.の
あ
っ
た
年
の
田
方
反
当
負
担
率
で
あ
っ
た 

:■

の
：で
域
る
。
；4

、
第
ニ
表
欠
掲
げ
た
明
治
七
年
に
お
け
る
笹
ヶ
崎
村
の
全
農
業 

■

生
遽
物
伽
格
は「

五
一
一
一
円
余
で
あ
る
。：

地
租
改
正
の
支
：だ
行
わ
れ
て
い
な
い 

同
年
の
正
租
•

顧
税
中
現
物
納
た
る
米
合
計
四
七
石
^
^)

、
物
産
表
よ
り
得
た 

:

米
価
主
円
八
三
銭
よ
り〔

価
格
に
換
算
す
れ
ば
一
七
七
円
余
に
な
る
。

こ
れ
に
現 

金
納
分
四
九
円
余
を
加
え
て
得
た
ニ
一
ー
七
円
余
を
先
き
の
農
産
物
価
格
.で
除
す 

れ
ば
、
〇
• 

r

五
に
な
る
。
ま
だ
、.
明
治
四
年
の
総
負
担
額
は
米
に
し
て

一一
 

ニ 

•
七
右
に
な
る
が
、
明
治
六
年
の
物
産
書
上
に
.よ
る
農
産
物
総
額
一
三
九
四 

円
余
.を

、

同

年

の

米

■

一
一

 

円
八
五
銭
で
除
す
れ
ば
、
.
同
年
の
総
^
ま
の
米
換
算 

三
六
ニ 

•

六
石
を
得
る
。
こ
れ
'を
ニ
ニ 

•

七
石
に
比
較
.す
れ
ば
僅
か
六
•
三
パ 

，
セ
ン
、ト
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

.

，

以
上
の
よ
ぅ
に
、
粧
；ヶ
崎
村
の
農
民
負
担
は
田
方
に
お
け
る
実
物
.の
比
較
に 

.
お
.い
て
も
、
ま
た
全
農
業
生
産
物
価
額
と
の
比
較
に
お
い
て
も
、
き
わ
め
て
僅 

か
な
も
の
で
あ
っ
た
と
云
え
る
。
も
し
も
、
土
'地
生
産
力
が
災
害
を
蒙
む
る
こ 

と
な
く
、
順
調
に
そ
の
収
量
を
'農
民
に
も
た
ら
す
と
，す
れ
ば
、

こ
の
低
い
負
但 

額
は
農
業
経
営
上
有
利
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。.
例
え
ば
、
明
治
七
年
の
同
村
付 

明
細
帳
に
よ
れ
ば
、
田
方
米
総
生
産
量
は
三

一.
七

石

九
五

一

一
合
で
あ
り
、
貢

租

 

分
は
四
四
石
〇
〇
五

•

.一
 

合
で
あ

っ

た

。

そ
の
結
果
、
自
家
費
用
分
ニ
五
九
石

年 度 所持反別

7C禄 8 年
- 畝歩 畝歩  

?904.15
天 明 年 間 568,09 279, 22
寬 政 年 間 563,21 294,09
文 化 1 1 年 588,27 276,27
文 政 3 年 595,20 323,17
文 政 7 年 618,25 330, 28
天 保 1 0 年 902,05 707,29
天 保 1 2 年 956,17 828, 04

m  m 階層戸数 持 高 村 入 用  
食 担 額

1 石当り 
負 相 額

3町以上 

3—1町 

1—0. 5町 

0. 5—0, 25町 

0 .会5町以下 

0 ,

2戸 

5戸 

3戸
6戸

23戸

石 合
34, 495. 3 
13, 248.0 
4 ,450.0 
1 ,269. 0

銭 贯 文
78, 958 
57,728 
14,169 

丨 1,269

• !

銭 K 文
2, 283 
4,342 
3,184 
1,021

計 41戸

第一£ 表 階 層 別 農 民 負 担

階 m 入 足
1 石当り 
人 足 资 財

1 石当り 
资 財

3町以±  
3—1町 

1 -0 . 5町 

0 .5—0. 25町

人 K 文 
56=11,348
32= 6, 648
29= 5,848
5=1 , 248

326.1 
501.8 

1,314.2 
972. 4

莨文
27,000 
16, 680 

300

文
672. 6 

1,259.1
674.2
378.3

第一三表田島家所持地小作地反別

第
一
三
表
は一.

之
江
新
田
田 

家
の
；小
作
経
営
の
概
要
を
示 

が
、
天
保
年
間
に
は
寄
生
的
性 

.
を
明
ら
力
に
し
て
い
る
。'
.も
■と 

り
こ
の
背
後
に
は
.一
定
の
農
民
：
 

分
解
、
土
地
喪
失
者
の
小
作
人
：
 

が
そ
の
条
件
と
し
て
な
け
れ
ば
. 

ら
な
い
が
、
そ
の
原
因
を
農
民
r 

担
に
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
、
 

る
。

■

第
一
四
表
は
安
政
五
年
め
村
入
用
の
階
層
別
負
担
を
示
し
た
も
の
.
で
あ
る
„ 

第
ニ
_

は
同
年
の
各
階
層
所
厲
戸
数
を
示
し
、
第
三
攔
以
降
は
、
各
階
層
か
，
 

標
本
と
し
て
抽
出
'
1
た

各

V

軒
の
家
の
持
高
•

村
入
用
負
担
額
を
示
す
。
-
村r 

用
負
担
額
は
同
年
の
諸
出
銭
售
元
よ
り
算
出
し
た
。

.一
石
当
り
負
担
額
に
相
他 

が
あ
る
の
は
、
各
家
で
提
供
し
た
現
物 

<

水
利
に
使
用
す
る
縄
•
空
俵
等)

及
一 

人
足
の
.代
価
が
加
え
ら
れ
、
更
に
村
共
有
財
産
で
あ
る
中
洲
の
萱
売
払
代
金
、1 

石
高
割
と
家
割
と
に
.
よ
つ
.
て
農
民
.に
分
配
さ
れ
る
べ
き
分
が
、
負
担
額
中
よ
h 

差
引
か
れ
て
い
る
た
め
で
：あ
る
。
更
に
.
こ
の
階
層
の
人
足
.
資
材
負
担
を
示
ふ 

.

江
戸
近
郊
農
村
の
農
民
負
担
に
関
す
る
、一
考
察
.

.

、

層别村入用

り
.
額
文
28
3

34
2

.

.18
4

,

.02
1

.

の

が

第一

五
表
で
あ
る
。

こ
の
ニ

g

用

g

担
®

2

，
.-
4
, 

3

,

1

’ 

へ
に
ょ
れ
ば
、
最
も
村
入
用
の
負
担
を

^

1

負
3

 

.

.

.

強
く
受
け
る
の
は
、
三
町
か
ら
五
反

“

用
額
文

95
72
16
26
9

，
を
所
有
ず
る
い
わ
ゆ
る
中
農
罾
で
^

 

皆

\

rn
m

8,
7
, 

4

,1,
。

■

〖

、銭
ク
:5
i
 

:
 

' 

る
ま
た
、年
貢
の
均

)

石高割の 

|

1

合
3
 

o

.

o

‘
‘
o
 

:

.レ

:

負
担
を
最
も
強
く
^
け
る
の
も
こ
の 

高

49
5

.
48
.

50
.

69
.
,
' 

層
で
あ
ろ
ぅ
。
従
っ
て
粧
ヶ
崎
村
で 

"

五
'

,

寺
石
34
,

13
,

4

’ 

1

’

. 

は
中
農 

I

 

1

1

 

錄 

^

丨 

^

I

 

層
の
農
封
財

67
2

.
25
9

.
67
4

.
37
8
. 

表

mr

妒
5P
3F
6F
-

-
23
F

2F
41
P

-

民
負
担

^

1
, 

f

 

N

i

―
—

r1

叮
.

：

' 

に
ょ
る
担

 

~

^

文
00
80
00
48 

第
磨
上
町

£

25
1

『

.-
*

圧
迫
を

；

ノ

27
,

0
16
,

6

3
 

m

-

—0
:

T
5K
T

: 

o

fl

受
け
て
民
资 

"

3
 

g
 

g
 

j

 

の
没
落
農

1I
6.
1

I

1.
8

L2
J.
4

が

ぁ

る

另
•
摘

32
50
,3
1

97 

は
ず
で
あ
る
が
、
第
一
六
表
に
.
見
る
ご
と
く
、.
•中
_ 

M

1
人I 

丨 

，
農

層

：
に

あ

た

る

1

ー0

石
以
卞
四
右
以
土
.の

層

(

粧

表

足

文

34
8

1

84
8

24
8
 

.
ヶ
崎
村
の
総
反
別
は
三
七
»1

余
、
，そ
の
右
高
は
約
ー
：
五
1' 

.

s=l
l
’

= 6
,

n

 

:

九
三
石
で
あ
な
が
、平
均」

石
は
二
'反
に
当
るX

‘ょ

り
‘

.
人
.

56
32
29
5
 

も
、
む
し
ろ
四
石
以
下
の
層
の
没
落
が
顕
著
な
の 

.

である。更にこの層の手放す土地の量は当層

J

1W
]

鹰

2b 

然
僅
か
で
あ
り
、
'，そ
れ
に
ょ
り
急
速
に
上
弃
す
る
' 

皆

_

3-
—(

5- 

層
も
な
い
の
で
あ

つ
允
、
全

体

と

し

て

農

お

層

は
I

L-----

-

-

-

-

-

-m

l

• 

- 

- 

V 

- 

.

.

.

.

一
 

'
 

-六

七
'

'(

一
一
-

◦

三)

余
及
び
販
.売
分
一
.四
石
七
四
六
合
が
農
民
の
手
.許
に
残
さ
れ
て
い
る
，，(

も

.
つ
と
 

も
こ
の
自
家
費
用
分
ニ
五
九
私
は
多
す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い)

。
と
す
る
な
ら
ば
、
 

米
作
に
基
礎
を
置
く
地
主
制
の
展
開
は
当
然
み
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
.粧
ヶ
崎 

■村
よ
り
更
に
低
し
貢
租
を
課
さ
れ
て
い
る
一
之
江
.新
田
で
は
、
.
.
'
.
そ

の

.
よ

ぅ

な

地

 

主
の
一
応
の
発
展
を
み
て
い
る
-0



m 層 文化13每文政 9 年 天保？年安政 3 年 慶炻 2 年

30石以上 1 1 1
.丨■* 

1
30—20石 0 1 1 1 1
2 0 - 1 0 , 2 2 2 3 2
10—8 0 2 ’ 1 1 0 0
8 ~ 6 • 1 0 2 0 2
6 * 4 6 5 5 4 3
4—2 10 8 ::へ . . 7 5
2~ 1 14 14 9 6 6
1石以下 13 12 16 20 25

無 高 , 1 1 0 22
' *■-.

計
47 46 44 42 46

第_ 六 表 笹 ヶ 崎 村 階 層

t

安
淀
し
て
い
る
の
：で 

.あ
る
。」

そ
£

セ
：は
先 

”
き

に

み

，た

；
農

民

負

担

. 

の
屢
微
さ
が
強
乂
作 

、用
し
：、：
農
民
層
分
解
：
 

、を
阻
止
し「

て
い
る
か 

.の

.
よ
う
.に

み

え

る

，
。

田
島
家
も
天
保
以
降 

明
治
初
年
に
至
る
ま 

..で
一
〇
町
歩
を
境
と
' 

し
て
、

の
•び
悩
ん
で 

い
る
の
で
あ
つ
て
：

第
二
表
に
み
た
農
産 

物
.：に
.
.明
ら
.か
：な
よ
う
。
. 

に
、
蔬
菜
を
除
け
：ば

殆
ん
ど
特
有
産
物
の
，な
い
、
：
こ
れ
ら
の
村
々
の
停
潘
堆
か
む
し
ち
ま
く
印
象
づ 

け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。;
こ
の
よ
う
な
棒
滞
性
の
/
原
因
を
見
出
す
こ
と
は
現
在
の
'
: 

段
階
で
.ば
不
可
能
で
あ
る
：！
し
か
し
な
が
ら
次
の
^

は
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
 

即
ち
、
都
市
需
要
.に
基
づ
く
蔬
菜
の
商
品
化
は
、
■
第
ニ
表
に
.み
る
ご
と
ぐ
決
し
. 

て
農
民
に
#

く
の
貨
幣
収
入
を
も
た
^

す
.も
の
.で
な
い
。
笹
ヶ
崎
村
に
お
，い
で 

は
文
化
一
三
年
の
全
戸
数
四
七
戸
が
そ
れ
以
降
の
期
間
の
最
大
戸
数
で
あ
る
か 

ら
、
同
村
で
は
す
で
に
戸
数
が
飽
和
狀
態
に
達
：し
て
い
た
と
も
考
え
ら
.れ
る
。

. 

そ
れ
に
此
し
、
第

1

図
に
み
.る
如
き
順
調
な
人
口
増
加
.を
.み
た
桑
川
村
で
は
、
'

.

.

;
そ
の
_よ
.
ぅ
な
人
>
ロ
，増
加
.を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
；漁
業
を
あ
.げ
る
こ
.
と
が
.で
き 

よ

：
ぅ

。

六
、
'結

び

.

.

.

.

. 

.

.

.

.

.

. 

.

.
以
上
の
ご
と
く
、
主
と
し
て
笹
ケ
崎
.村
を
.申
心
ど
し
た
藤
民
負
担
の
実
態
と
、
 

そ
の
.農
民
に
.与
先
る
影
颦
を
検
討
し
て
来
た
。'
そ
れ
を
要
約
す
れ
ば
、
定
免
制 

施
行
以
後
に
お
い
て
も

、

■#

入
■

額
の
：変
動
は
農
民
負
担
の
総
額
を
か
な
.り
上 

下
さ
せ
る
。
そ
七
て
.
、
村
入
用
の
変
動
'お
よ
び
全
農
民
負
担
中
に
お
け
る
比
率 

は
、
そ
の
村
の
置
.か
れ
て
い
る
自
然
め
^

件

に
よ
り
左
右
さ
れ
、
比
較
的
近
接 

し
た
村
々
に
お
い
；て
も
向
じ
.
ゥ

H

ィ
ト
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
領
主
の 

負
担
す
ベ
.
き
御普

！！

明
分
の
農
民
転
嫁
は
、
結
果
的
.に
は
年
貢
増
徴
と
同
じ
効
果 

を
も
ち
、
そ
れ
は
ま
た
農
民
負
担
を
増
大
さ
せ
る
。

■ ■■

し
か
し
、
そ
の
'
よ
}

な
農
民
^
^
袒
も
幕
末
期
に
お
い
て
は
決
し
て
重
い
と
は 

云
え
な
か
っ
た
。
.更
に
笹
ヶ
崎
村
に
お
い
て
は
農
民
層
分
解
を
促
進
す
る
道
要 

な
要
因
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
自
己
.の
取
分
に
お
い
て
相
対
的
有
利
性 

を
も
つ
地
主
層
も
順
調
な
発
展
を
示
さ
ず
、全
体
と
し
て
睁
滞
的
印
象
が
強
い
。
 

土
地
収
量=

米
の
領
主
と
の
分
割
に
お
い

て

、

遙
か
に
多

ぐ
の
米
を
保
有
す
る 

こ
と
が
.、
必
ず
し
も
こ
こ
で
.
は
農
業
経
営
を
発
展
さ
せ
る
と
は
.
云
'え
な
い
の 

で
あ
：る
。

'
,

，
以
上
の
事
，は
限
ら
れ
た
地
域
の
，
限
ら
れ
た
年
間
に
お
け
る
考
察
に
し
か
ず 

ぎ
ず
’

こ
れ
を
都
市
近
郊
農
村
全
般
に
適
応
す
.る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か 

し
、：
蔬
菜
栽
培
を
主
た
る
換
金
作
物
と
す
る
近
郊
農
村
の
一
類
型
が
見
出
せ
た 

の
で」

は
な
い
：か
と
思
わ
れ
る
。
.: 

:(

—-

九
六一

•

九
ニ
ー
一)

注

.

(

1

)

吉
田
東
伍「

古
今
地
主
の
位
蹬
と
権
利
の
変
化」

(「

日
本
歴
史
之
研
究1

所
収)

(

2

)

例
え
ば
、
山
田
盛
太
郎「

日
本
資
本
主
義
の
分
析J

。

(

3

)

.
松
好
貞
夫「

新
田
の
研
究」

、，
土
屋
喬
雄
.'

小

跹

道

雄「

近
世
日
本
農
村
経 

済
史
論」

、
土
屋
喬
雄
編「

日
本
资
木
主
義
論
集」

、
服
部
之
総「

明
，治
維
新
の
革

.

.
命
及
び
反
革
命」

、

十|-
|

島

敏

雄「

元
掃
前
後
に
於
け
る
農
業
経
営
の
規
模
と
時
代 

的
特
質」

(「

近
世
日
本
農
業
の
溝
造」

所
収)

0

-

ー
斤
ハ
介
敏
之「

長
防
風
土
記
に
現
わ
れ
た
農
業
経
常
の
諸
類
型」

(
「

近
世
農
菜 

経
営
史
論」

所
収)

‘。
 

，
'

(

5)

服
部
ゾ
土
屋
.

进
岛
前
掲
書
、
安
良
城
盛
脓
.「

太
閤
検
地
.の
歴
史
的
意
義
.
1 

「

歴
史
学
研
究
一
六
七
号
/

古
.島
敏
雄
•

水
原
慶
ニ「

商
品
生
産
と
寄
生
地
主」

(

6

)

宙
島
敏
雄
^
幕
末
期
に
お
け
る
土
地
集
中
の
性
格
し
ー
社
会
経
済
史
学」

V
:

 

九
の
.六
、
七
三
•

七
七
ぺ—

ジ
。

(

7

}

前

掲「

商
品
坐
産
と
寄
生
地
主.'-
第
五
章
第
三
節
。

(

8)

古
島
敏
雄
锔「

日
本
地
主
制
史
研
究」

，
第
三
萆
V
第
四
章
。

.

(

9

)

古
島
敏
雄「

近
世
に
お
け
る
商
業
的
農
業
の
展
開」

ニ
六
べ
ー
ジ
•

.

(

10)

大
右
惧
三
郎「

地
主
制
，形
成
期
に
お
け
る
菸
民
的
米
殼
市
場
に
つ
い
て」 

「

ー
橋
論
叢
三
八
の
四」

。

;

:

\

(

11)

12)

''

大
石
慎
三
郎
.「

享
保
改
革
の
経
済
政
策」

。

+
'

(

13)

中
并
信
彥「

幕
雜
社
会
と
；商
品
流
通」

ー
八
1

ー

ー

ー

九

五

ぺ

ー

ジ

。

.

(

14)

農
民
負
担
と
し
て
，の
村
入
用
を
取
上
げ
仏
著
述
は
比
較
的
少
い
。，■*
;
そ
の
中
で 

信
州
佐
久
郡
原
村
の
例
を
取
.上
げ
た
児
玉
幸
多
氏
の「

近
世
に
お
け
る
村
の
財
政J

;(

史
学
雑
誌
第
六a

編
第
.一
一
号)

が
あ
る
。.
中
山
道
岩
村
田
宿
か
ら
甲
斐
.，
駿
河

.

に
通
ず
る
脇
往
奪
に
面
し
た
原
村
は
、
年
質
.は
毎
年
.一

定

し

て

，
い

て

も

、

年

.々

増

 

. 

へ

江
戸
近
郊
農
村
の
.農
民
負
担
に
関
す
る
一
考
察

加
す
る
助
郷
负
担
が
村
入
用
の
.膨
脹
と
な
り
、：
更
に
、
藩
#
政
の
窮
乏
に
よ
る
御 

用
金
の
賦
課
、
土
木
費
.の
農
民
へ
の
転
嫁
が
こ
れ
に
拍
堪
を
か
け
た
.
と
さ
れ
る
。

,

.村
の
自
然
的
条
件
及
び
社
会
的
条
件
が
定
免
制
の
下
に
お
い
て
も
、
農
民
灸
担
を 

:

増
大
せ
し
め
た
一
例
で
あ
ろ
ぅ
0

(

15) 

(

16)

東
京
都
都
政
史
料
鮪
刊「

東
京
府
：志
料J

入
勝
写
版)
ニ
五
卷
三
九
I
 

.

四
〇
、$
j£—

5 ;

ハ
、セ
セ—

七
八
べ
ー
ク
、
物
産
書
上
は
三
ヵ
村
と
も
そ
れ
ぞ
れ 

何
点
か
残
し
て
い
る
が
、

■-
こ
で
は
統
一
的
に
観
察
す
る
た
め
に
東
京
府
志
料
を 

.

.
使
用
し
た
。

(

17)

慶
応
大
学
経
济
咩
研
究
室
所
蔵
の
武
^

国
豊
島
郡
角
笹
村
文
書
に
よ

れ

ば

、

寛
政
二
年
の
下
肥
掃
除
代
金
引
上
げ
嘆
願
書
に
は
武
蔵
•
下
総
国
一
〇

一
六
力
村 

-

が
参
伽
し
て
お
り
、
,こ
の
三
力
村
も
ぐ
れ
に
激
参
加
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

(

18
.

)

腿
村
^

太

郎

「

村
明
細
^-

の
湔
兜」

一
一
六
べ
l
.
、v
 

.(

19
0

第
四
表
で
も
明
ち
か
な
都
ぐ
蔡
川
村
は
半
農
半
漁
の
村
で
あ
り
、
農
間
余
業 

の
発
達
は
他
の
農
讨
に
比
し
大
で
あ
0

た
と
老
え
.̂

れ
る
。
文
政
ご
.ー
年
の
餞
間 

余
業
調
査
で
は
、
東
葛
西
領
-

B
-

ニ
ニ
九
力
村
の
総
戸
数
四
、：
一
〇
〇
戸
中
、
農
間 

余
業
戸
数
は
五1

1

-:

尸
、

.
：

t 

ー'
ー：
 

*
.五
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
い
が
、
' 
.そ
の
時
の
桑 

川
村
が
九1

--;

尸
中
、

ー
七
戸
、--
ー
五」

六
，。ハ
ー
七
シ
ト
に
す
ぎ
.な
い
と
と
を
考
礅 

す
れ
ば
、
'
実
際
は
こ
の
比
率
は
も
ぅ
少
し
；高
く
な
：る
と
考
え
て
差
支
え
あ
る
ま 

い
。
-

' 

..
- 

.

;

-

:
' 

ノ 

20
.

)

関
山
直
太
郎「

近
世
日
本
人
'ロ
.
の
構
造
/

.

(

21)

関
東
に
お
け
る
畑
方
永
納
制
が
，竦1

的
に
実
施
さ
れ
た
の
は
寛
文
,

延
宝
年 

間
の
：と
：と
と
.思
わ
れ
る
。-
中
并
前
掲
書
ー
1

ー
七
.丨
八
ぺ
ー
ジ
。

(

22)

，
定
免
制
の
幕
府
菡
轄
領
に
お
け
る
全
前
的
実
施
は
享
保
七
年
以
降
と
考
え
ら 

れ
る
。
犬
石
慎
兰
歌
，「

享
保
改
革
の
：経
済
政
策J. :

,
n

三

丨

1

T

S

ベ
I

ジ
、
同

.

.書
に
よ
れ
ば
、；'現
在
擒
浜
市
内
に
厲
す
る
永
田
村
で
は
享
保
九
年
に
.突
施
さ
れ
て

六

九

ニ
 

ー
 

0

五)



お
り
、
.桑
川
衬
で
も
同
じ
く
 

f

九
年
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る
*

.

. 

§

徳
il
l

令
考
前
S

:

九
.
--
*
.
ベ
.
：丨
ジ
。
：：

'

.
24
V

夫

石

前

掲

書
'

四
三
べ
1

ジ
。

：

(

25)

嘉
永
六
年
現
在
の
同
.街
道
武
蔵
国
葛
飾
都
金
町
村
関
所
を

通
過
し
た
大
名
は 

'

左
の
如
く
で
あ
る
。,'
V
 

,

■'
 

.

:'
.

:

ー
領
,
.
_
''
;》

T

総
小
見
川
®

屋)

二

万

石

内

田

主

殿

頭

正

徳 

常
陸
水
戸

(

M

主)
.
.
.三
五
万
石
-'
■

徳

川

座

篤

,

.

同

土

浦

(

城
主)

.

::

九
万
五
千
石
：

.

，土

屋

采

女

正

貧

直，
.

:

同

籠

.

8

主
-

_

,
 

.
■'

八

万

石
.

牧

辭

越

中

守

守

貞
- 

.

同

.府

中(

I

) 

‘

ゝ
一
.
一
万
石
.

松
平
播
磨
守
頼
縄 

同

牛

久

(

陣
展)

—

万

苗

七

十

石

：
.

山
ロ
.筑

前

守

弘

敝 

:

同

宍

戸
■(

陣

屋) 

一
万.
石

：

松
平
大炊頭頼徳

.

哼
麻
生

(

陣屋

)

 

一
力̂

新
芘
駿
河
守
直
虎

：

.

同

下

壤

(

陣
屡)

 

一
万
石
：

井
上
遠
扛
S

信

■

七
Q

 

二

r

〇
3

同 

'
谷

田

部

(

陣
尾)

，

'
.
4

万
六
千
石
：

.

.

細
井
長
巧
守
興
逮
，

同

下

館

(

城
主

)

':
:
 

ノ
ン
：
 

ー_
ー.万

石
.

--
/

.;:石
川
若
狹
守
総
管 

「

葛
飾
区
史

J

三
-:1

一；ぺ
-

ジ
。

'
.

(

2 6)

ン
：
同
書
ニ
ニ
0

ぺ
丨
：ジ
-

27
.

)

水
源
地
武
蔵
.
国
樣
，玉
郡
羽
生
領
本
川
俣
村
元
.
执
'

ょ
り
小
合
溜
井
ま
.

で
f

d

M

.

 

.

余
と
ぁ
る
。「

新
編
武
蔵
風
土
記
稿」

卷
之
ー
：一
九
。

- 

(

2 8)

'.
,

そ

の

外
..
.

領
内
費
•

村
政
费
が
が
る
が
、
第
九
表
，に
み
ら
れ
る
如
く
、
年
 々

固
定
し
て
い
る
も
の
が
大
部
分
を
占
め
る
の
で
、
，
総
額
を
変
動
す
る
主
因
と
は
な

-

ら
な
い
。

„

 

.

. 

J

29)

.

一
之
江
新
田
田
鳥
家
の
小
作
人
#

帳
.
に

ょ

れ

ば

、

宽

政

年

間

.ょ

り
天
保
一
一
一 

年

の

に
.

1

\年
分
の
;̂

作
和
ガ
.

記
さ
れ
て
い
る
が
、
反
^

小

作

米

は

ー

，，

^

か
.

ら

.

.
ー 

石
九
升
の
間
を
上
下
し
て
い
る
.

の
で
、
笹
ヶ
崎
村
の
反
当
一
石

は

ほ

ぽ

事

実

を

現

 

し
て
い
る
で
あ
ろ
ぅ
。
 

.

.

.

30)

'

前

掲

「

東
京
府
志
料」

ニ
五
巻

•

五
五
ぺ
I

ジ
。

学

界

展

，望

イ
ン
フ
レ
ー
シ
ヨ
ン
理
論
の
展
望
，、

福岡正
.

夫

.

は

し

が

き

今
日
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ヨ
ン
理
論
は
，
少
く
と
も
次
の
ニ
つ
の
点
を
考
慮
に 

容
れ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
一
つ
は 

い
わ
ゆ
る

d
e
m
a
n
d
l
p
u
l
l

の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ヨ
ン
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た 

c
o
s
t
-
p
u
s
h

の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ヨ
ン

を
.も

枠
組
の
中
に
包
摂
史
る
こ
と
で
あ 

り
、
も
ぅ
一
つ
は
単
ー
の
物
価
の
動
き
に
は
つ
く
さ
れ
な
い
諸
価
格
の
あ
い
だ 

の
跛
行
性
を
も
説
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
ぅ
し
たE

標
の
方
向 

に
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
省
干
の
業
績
の
系
譜
を
跡
づ
け
て
み
た
い
と
思
ぅ
。

1

 

d
e

m
a

n
d

-
p

E
l

の
理
論

旧
式
な
貸
幣
数
量
説
を
近
代
的
有
効
需
要
分
析
に
転
換
す
る
機
縁
を
開
い
た 

の
は
ヴ
ィ
ク
セ
ル
と
ケ
イ
ン
ズ
の
功
績
に
帰
せ
ら
れ
る
が
、
と
り
わ
け
ケ
イ
ン 

ズ
.は

『

一
般
理
論』

に
っ
づ
く
小
-M
T-『

戦
費
調
達
.論』

に
お
い
て
今
日
の
需 

要
イ
ン
フ
レ
理
論

.の

.$

礎
と
思
わ
れ
る
も
の
を
提
供
し
た
。
,い
ま
彼
の
理
論
の

,

学

界

展

望

：

骨
子
に
倣
っ
'
て
、
実
質
国
民
生
産
物
の
大
き
さ
を
X

と
書
き
、
.
こ
れ
は
さ
し
あ
，
 

た
り
あ
る
、キ
ヤ
/
ハ
シ
テ
ィ
•

リ
'、、.
ッ
V

に
.達
し
て
い
て
一
.定
と
考
え
る
こ
と
に 

す
る
。
他
方
こ
の
生
産
量
に
対
す
る
需
要
は
、
国
民
の
実
質
消
費
需
要
が
C

、
 

こ

こ

で
C

H

e

x'v

ま
た
自
発
需
要
が
>

、
:

た

だ

し

こ

れ

は

如

歡

か

勢

/£
'

か

か
 

る
も
の
、
と
す
る
。
す
る
と
.、り
i

期
の
物
価
が
'
P

S

で
あ
れ
ば
、
総
需
要
は 

金

額

表

示

で
F

S

C

+

Y
 

■
あ

る
い

は
p

s

e»
x

+
-<
、
そ
し
て
そ
れ
だ
け
の 

需
要
が
ズ
と
い
ぅ
キ
ヤ
パ

シ

テ

ィ

•
ア
ウ
ト

プ
ッ

ト
に

向
ぅ
わ
け
で
あ
る
か 

ら
、
次
期
の
物
価
.

P

-

+

1

)

は
需
給
均
等
の
条
件

(
1
)

p

a

+

l

)

x

=

p

s

a

:

x
-f
Y

で
律
せ
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
需
要
イ
ン
フ
レ
理
論
の
栽
本
方
程
式 

で
あ
る
-°
;

\

,

こ
こ
で
⑴
式
の
㈣

⑵
を
ズ
で
わ
り
、.
生
産
能
力
に
対
ず
る
自
発
需
要
の
割
合 

Y
/
X

を
が
と
お
け
ば
、

.

:

(
2
)

 

p
(
t

 +

 l
>
=
a
p
s
+
2
/

故
に
■
双
が一 .

定

で
o

A

a

A

l

■
で
あ
る
か
ぎ
り
、

物
価
は
次
第
に
ブ
ラ
ス
の
均 

衡

水
準
^

之1

丨a

に
近
^

い
て
い
く
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

し
た
.が
っ
て
こ 

の
，理
論
に
.よ
れ
ば
、
：.イ

ン

フ

，
レ
：
.
は

自

発

需

要

が

生

産

能

カ

に

対

し

て

相

対

的

に
 

高
ま
：る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
以
上
の
哪
論
は
単
一
の
物
価
.
P

.

S
の
動
き
を
説
明
す
る
に
す
ぎ 

な
い
'
か
.e>
:

諸
物
姻
の
動
き
を
説
明
す
る
に
は
こ
れ
を
'
.
.

「

多
..部

門

化」

.
す

る

こ
 

と
が
必
要
で
あ
る
。
'
,そ
‘
の
よ
ぅ
な
観
点
か
ら
.多
^§

門
イ
ン
フ
レ
.
モ
デ
ル
を
矩 

式
化
し
た
の
は
グ
ッ

.ド
.
>
'

ィ
ン
を
も
っ
て
嚆
矢
と
.す
る
が
、
.
彼
の
迦
論
の
仕
餌 

み
は
.次
の
上
ぅ
で
あ
る
。
ま
ず
そ
の
，経
済
が
'れ
個
の
産
業
な
い
し
は
部
門
か
ら

• 

、
■:

- 

七
：1' 

パ
一
：1

.
0
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